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計画の趣旨 

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（以下「過疎法」という。）」は人口の著し

い減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に

比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を

講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会

の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目

的としています。 

朝倉市過疎地域持続的発展計画（朝倉・杷木地域）はこの目的を達成するため過疎法第８条の

規定により必要な事項を定めるものです。策定に関し、過疎法に基づき、持続可能な地域社会の

形成及び地域資源を活用した地域活力のさらなる向上を実現するための各種取り組みについて定

めています。 

なお、本計画の策定にあたっては、「朝倉市総合計画」及び「朝倉市総合戦略」ほか各分野別計

画の方向性と整合を図っています。 

対象地域について、過疎法第３条第１項により、「旧朝倉町」及び「旧杷木町」が対象となって

います。本計画では「旧朝倉町」を「朝倉地域」、「旧杷木町」を「杷木地域」と記載しています。 
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１ 基本的な事項 

 

（１）朝倉市の概況 

  

本市は、福岡県のほぼ中央部に位置し、東西約２５ｋｍ、南北約１５ｋｍ、総面積２４６．７１㎢で、中心

地から福岡市までは３０ｋｍ以内の距離にあります。 

北部から北東部にかけて古処山、馬見山など８００～１，０００ｍ級の山々が連なり、豊富な動植物が

生息する自然環境に恵まれています。 

福岡市等の周辺地区への水資源供給の役割を担う江川ダム・寺内ダム・小石原川ダムの３つのダム

を有しており、水源地としての役割を担っています。また、南部には、市境にほぼ沿うように一級河川の

筑後川が流れ、河川沿いを中心に肥沃かつ平坦な農地が広がっています。 

筑後川流域の平野部は、全国的にも貴重な多重環濠集落である平塚川添遺跡（甘木地域）や杷木

神籠石(杷木地域)をはじめ、多くの弥生時代の遺跡や古墳が発見されており、卑弥呼が統治した邪馬

台国をこの地域とする説も唱えられています。斉明天皇ゆかりの恵蘇八幡宮（朝倉地域）や南淋寺（朝

倉地域）、普門院（杷木地域）などの多くの古社・古刹も存在しています。 

伝統工芸では、秋月和紙・草木染め（甘木地域）などがあり、また、安長寺バタバタ市（甘木地域）や

全国でも数少ない奇祭といわれる大山祇神社のおしろい祭（杷木地域）など多くの行事・祭事が受け

継がれています。 

近年、台風や局地的な集中豪雨、大規模な地震により全国各地で被害が発生しています。本市に

おいても、平成２４年７月九州北部豪雨や平成２９年７月九州北部豪雨、平成３０年７月豪雨、令和５年

７月豪雨等その被害は過疎地域に集中しました。特に「平成２９年７月九州北部豪雨」の記録的な豪

雨により市内各地で多数の山腹崩壊が発生するとともに、土砂と流木が大量に流下し、また、河川の

氾濫も起き、広範囲で浸水被害が発生しました。住家をはじめとする市民の財産や道路、河川、農地

等に甚大な被害が発生し、これらの影響により、３３名（災害関連死１名を含む。）の尊い命が奪われ、

いまだ２名が行方不明となっています。 

現在も、市民と市が主体となり、関係機関等と協働で復旧・復興に取り組んでいます。 

 

＜朝倉地域＞ 

朝倉地域は本市の中央に位置し、西は甘木地域、東は杷木地域に挟まれており、南は九州随一の

大河筑後川をへだててうきは市と隣接した地域で、農林業を主産業とする地域です。 

朝倉地域の農業は、広大な面積を活かした米や麦、果樹、野菜などの栽培が中心となっており、青

ネギは「博多万能ねぎ」というブランド名がつけられ、全国に出荷しており、本市を代表する農産物とな

っています。 

また、農業用水を供給するために１６６３年に工事が着手されたとされる堀川用水と、その後の工事

で形を変えながら現在の美しい姿となった山田堰が朝倉地域南西部の農地を潤し、少なくとも１７８９

年には稼働していた三連水車群（菱野の「三連水車」、三島の「二連水車」、久重の「二連水車」）は２０

０年以上にわたって周辺の水田に水を送っています。 
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＜杷木地域＞ 

杷木地域は、本市の東部に位置しており、東は大分県日田市、南は朝倉地域と同じく筑後川をへ

だててうきは市と隣接した地域で、農林業と観光を主産業とする地域です。 

杷木地域の基幹作物の一つである柿などの果樹生産地は、地域中央部の山麓地帯に東西帯状に

連なっています。また、もう一つの主力産業が観光産業で筑後川河畔に原鶴温泉を有します。ここを

中心にフルーツ狩り等が盛んで、史跡・文化財等もいたるところに現存します。 

また、温泉地に加え物産館などが農業と観光の振興に相乗的な効果をもたらしています。 

 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

 

 ア．人口の推移と動向 

本市の令和２年国勢調査の総人口は５０，２７３人です。 

（※平成１７年以前は合併前であるため、旧甘木市・旧朝倉町・旧杷木町の国勢調査人口の総計。

以下合併前数値については同様の見方） 

市全体の人口増減率をみると、昭和５５年から平成２年までの１０年間に１．４％減、平成２年から平

成１７年までの１５年間に６．８％減、平成１７年から平成２７年までの１０年間に１１．７％減、平成２７年

から令和２年までの５年間に４．１％減となっており、昭和５５年から令和２年までの４０年間に、２２．２％

（１４，３５０人）減となっています。 

 

＜朝倉地域＞ 

朝倉地域の人口増減率をみると、昭和５５年から平成２年までの１０年間に４．１％減、平成２年から

平成１７年までの１５年間に１５．０％減、平成１７年から平成２７年までの１０年間に１８．６％減、平成２７

年から令和２年までの５年間に８．０％減となっており、昭和５５年から令和２年までの４０年間に、３９．

０％（４，５７８人）減となっています。 

 

＜杷木地域＞ 

杷木地域の人口増減率をみると、昭和５５年から平成２年までの１０年間に５．８％減、平成２年から

平成１７年までの１５年間に１３．６％減、平成１７年から平成２７年までの１０年間に１６．７％減、平成２７

年から令和２年までの５年間に１７．６％減となっており、昭和５５年から令和２年までの４０年間に、４４．

２％（４，４３０人）減となっています。 

 

国立社会保障・人口問題研究所が令和５年に行った将来人口推計によると、令和２（２０２０）年の１

億２，６１５万人から減少傾向をたどり、２０４５年には１億８８０万人まで減少が予測されています。本市

も同様に人口減少が進んでおり、朝倉地域及び杷木地域（以下「両地域」という。）は朝倉市人口ビジ

ョンにおいて、２０４５年に朝倉地域では２，９１９人、杷木地域では２，６０６人になると推計しています。 

将来にわたり都市機能や地域の活力を維持し、暮らし続ける環境を整備するためにも、絶え

ず変化していく社会情勢を見極めながら地域の特性に合った施策を展開していく必要があります。 
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人口の推移（朝倉市）                       （単位：人・％） 

区分 
昭和 55年 平成 2年 平成１7年 平成 27年 令和 2年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 64,623 63,724 △1.4 59,385 △6.8 52,444 △11.7 50,273 △4.1 

０歳～14歳 14,090 12,617 △10.5 8,223 △34.8 6,307 △23.3 6,071 △3.7 

15歳～64歳 41,906 40,200 △4.1 36,066 △10.3 28,952 △19.7 26,115 △9.8 

 うち 15歳

～29歳（a) 
12,773 10,774 △15.7 9,872 △8.4 6,629 △32.9 5,875 △11.4 

65歳以上（b) 8,625 10,834 25.6 15,048 38.9 16,607 10.4 17,523 5.5 

（a）/総数 

若年者比率 
19.8 16.9 --- 16.6 --- 12.6 --- 11.7 --- 

（ｂ）/総数 

高齢者比率 
13.3 17.0 --- 25.3 --- 31.7 --- 34.9 --- 

（注）年齢不詳があるため、総数と一致しない場合がある。               （資料：国勢調査）                                 

 

人口の推移（朝倉地域）                      （単位：人・％） 

区分 
昭和 55年 平成 2年 平成１7年 平成 27年 令和 2年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 11,735 11,251 △4.1 9,560 △15.0 7,778 △18.6 7,157 △8.0 

０歳～14歳 2,349 2,194 △6.6 1,161 △47.1 770 △33.7 737 △4.3 

15歳～64歳 7,511 6,815 △9.3 5,577 △18.2 4,184 △25.0 3,515 △16.0 

 うち 15歳

～29歳（a) 
2,345 1,746 △25.5 1,515 △13.2 904 △40.3 689 △23.8 

65歳以上（b) 1,875 2,242 19.6 2,822 25.9 2,766 △2.0 2,898 4.8 

（a）/総数 

若年者比率 
20.0 15.5 --- 15.8 --- 11.6 --- 9.6 --- 

（ｂ）/総数 

高齢者比率 
16.0 19.9 --- 29.5 --- 35.6 --- 40.5 --- 

 （注）年齢不詳があるため、総数と一致しない場合がある。                       （資料：国勢調査） 

 

人口の推移（杷木地域）                        （単位：人・％） 

区分 
昭和 55年 平成 2年 平成１7年 平成 27年 令和 2年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 10,025 9,439 △5.8 8,151 △13.6 6,793 △16.7 5,595 △17.6 

０歳～14歳 2,121 1,814 △14.5 1,124 △38.0 700 △37.7 534 △23.7 

15歳～64歳 6,461 5,950 △7.9 4,804 △19.3 3,739 △22.2 2,768 △26.0 

 うち 15歳

～29歳（a) 
1,830 1,483 △19.0 1,214 △18.1 867 △28.6 590 △31.9 

65歳以上（b) 1,443 1,675 16.1 2,223 32.7 2,322 4.5 2,246 △3.3 

（a）/総数 

若年者比率 
18.3 15.7 --- 14.9 --- 12.8 --- 10.5 --- 

（ｂ）/総数 

高齢者比率 
14.4 17.7 --- 27.3 --- 34.2 --- 40.1 --- 

（注）年齢不詳があるため、総数と一致しない場合がある。                       （資料：国勢調査） 
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人口の今後の見通し 

■朝倉市人口の将来展望■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

社人研推計準拠 2018年(平成30年)推計

ケース１ 出生率2030-1.86 2040-2.07 人口移動2045均衡

ケース２ 出生率2035-1.86 2045-2.07 人口移動2045均衡

ケース３ 出生率2040-1.86 人口移動2045均衡

（人）

実績値 推 計 値

（単位：人）

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

48,659 44,888 41,150 37,411 33,658 30,016 26,661 23,584 20,716

ケース１　出生率2030-1.86
2040-2.07

48,660 45,324 42,349 39,608 37,045 34,857 32,911 31,231 29,757

ケース２　出生率2035-1.86
2045-2.07

48,622 45,221 42,159 39,337 36,690 34,476 32,494 30,766 29,240

ケース３　出生率2040-1.86 48,600 45,160 42,045 39,158 36,432 34,059 31,913 30,014 28,297

社人研推計準拠　2018年(平成30年)推計

56,353
人口移動
　2045均衡

推　　計　　値実績値

52,444

（資料：朝倉市人口ビジョン（令和２年３月改定）） 
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（人）
2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

合計 7,778 6,868 6,003 5,180 4,390 3,622 2,919
朝倉 1,579 1,352 1,157 972 794 626 478
宮野 2,353 2,080 1,814 1,569 1,333 1,097 879
大福 3,846 3,436 3,032 2,639 2,263 1,899 1,562
合計 1.00 0.88 0.77 0.67 0.56 0.47 0.38
朝倉 1.00 0.86 0.73 0.62 0.50 0.40 0.30
宮野 1.00 0.88 0.77 0.67 0.57 0.47 0.37
大福 1.00 0.89 0.79 0.69 0.59 0.49 0.41

推計人口（人）

2015年(平成27年)
を1としたときの推移

（資料：朝倉市人口ビジョン（令和２年３月改定）） 

朝倉地域（朝倉・宮野・大福） 
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（人）
2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

合計 6,793 5,897 5,076 4,386 3,733 3,154 2,606
松末 663 519 385 291 215 162 118
杷木 2,886 2,655 2,401 2,182 1,952 1,694 1,441
久喜宮 1,908 1,636 1,417 1,200 1,012 868 726
志波 1,336 1,087 873 713 554 430 321
合計 1.00 0.87 0.75 0.65 0.55 0.46 0.38
松末 1.00 0.78 0.58 0.44 0.32 0.24 0.18
杷木 1.00 0.92 0.83 0.76 0.68 0.59 0.50
久喜宮 1.00 0.86 0.74 0.63 0.53 0.45 0.38
志波 1.00 0.81 0.65 0.53 0.41 0.32 0.24

2015年(平成27年)
を1としたときの推移

推計人口（人）

 人口の今後の見通し 
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杷木地域（松末・杷木・久喜宮・志波） 
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イ．産業の推移と動向 

令和２年の国勢調査では、朝倉地域の第１次産業の就業人口比率は２７．２％、第２次産業、第３次

産業はそれぞれ１８．９％、４８．６％となっており、朝倉地域の基幹産業である第１次産業の就業人口

比率は平成２７年から令和２年にかけてわずかに増加しました。杷木地域の第１次産業の就業人口比

率は１５．４％、第２次、第３次産業はそれぞれ２５．１％、５３．９％となっており、杷木地域の基幹産業

である第１次産業の就業人口比率は減少傾向にあります。 

今もなお、自然的・社会的・経済的などの状況により、農業の担い手となる若年層の流出による農業

就業人口の減少は続いており、農業就業者の高齢化や後継者のいない農家が増加していることに加

えて度重なる豪雨災害の影響により農地の流失や鳥獣被害など、農業を取り巻く環境が依然として厳

しいことから、今後も農業離れの傾向は続くことが懸念されます。 

平成２７年から令和２年にかけて、全国的な統計によると、第３次産業が増加し、第２次産業が横ば

い、第１次産業の就業者が減少しているのに対し、過疎地域では第１次・第２次・第３次産業いずれも

減少しています。両地域においても、いずれの産業においても就業者数の減少が著しい状況です。  

今後は基幹産業である農林業の担い手の確保や育成に取り組むとともに、農産物の６次産業

化、経営の充実と強化を行い、特産物の開発や収益性の高い農業を推進していくことが必要に

なります。 

 

産業別人口の動向（朝倉市）                       (単位：人・％） 

区分 
昭和 55年 平成 2年 平成 17年 平成 27年 令和 2年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 33,201 32,237 △2.9 30,041 △6.8 26,038 △13.3 24,108 △7.4 

第 1次産業 8,976 6,908 △23.0 5,266 △23.8 3,666 △30.4 3,103 △15.4 

 就業比率 27.0 21.4 --- 17.5 --- 14.1 --- 12.9 --- 

第 2次産業 9,530 9,659 1.4 7,693 △20.4 6,216 △19.2 5,669 △8.8 

 就業比率 28.7 30.0 --- 25.6 --- 23.9 --- 23.5 --- 

第 3次産業 14,685 15,650 6.6 16,937 8.2 14,591 △13.9 14,163 △2.9 

 就業比率 44.2 48.5 --- 56.4 --- 56.0 --- 58.7 --- 

（注）総数に「分類不能の産業」を含む。                                   （資料：国勢調査）  

 

 

産業別人口の動向（朝倉地域）                            (単位：人・％） 

区分 
昭和 55年 平成 2年 平成 17年 平成 27年 令和 2年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 6,434 6,010 △6.6 5,250 △12.6 4,424 △15.7 3,901 △11.8 

第 1次産業 2,619 2,137 △18.4 1,686 △21.1 1,175 △30.3 1,060 △9.8 

 就業比率 40.7 35.6 --- 32.1 --- 26.6 --- 27.2 --- 

第 2次産業 1,712 1,628 △4.9 1,140 △30.0 900 △21.1 739 △17.9 

 就業比率 26.6 27.1 --- 21.7 --- 20.3 --- 18.9 --- 

第 3次産業 2,100 2,245 6.9 2,424 8.0 2,349 △3.1 1,897 △19.2 

 就業比率 32.6 37.4 --- 46.2 --- 53.1 --- 48.6 --- 

（注）総数に「分類不能の産業」を含む。                       （資料：国勢調査） 
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産業別人口の動向（杷木地域）                            (単位：人・％） 

区分 
昭和 55年 平成 2年 平成 17年 平成 27年 令和 2年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 5,265 5,050 △4.1 4,394 △13.0 3,705 △15.7 3,005 △18.9 

第 1次産業 1,431 1,250 △12.6 975 △22.0 655 △32.8 463 △29.3 
 就業比率 27.2 24.8 --- 22.2 --- 17.7 --- 15.4 --- 

第 2次産業 1,553 1,492 △3.9 1051 △29.6 931 △11.4 755 △18.9 
 就業比率 29.5 29.5 --- 23.9 --- 25.1 --- 25.1 --- 

第 3次産業 2,279 2,308 1.3 2,368 2.6 1,897 △19.9 1,620 △14.6 
 就業比率 43.3 45.7 --- 53.9 --- 51.2 --- 53.9 --- 

（注）総数に「分類不能の産業」を含む。                                   （資料：国勢調査） 

 

                  

（３）行財政の状況 

 

ア．財政運営 

平成２９年７月九州北部豪雨以降の災害復旧・復興事業をはじめ多くの事業に財源が必要な

中、市税等の一般財源の伸びが見込めないことや地方債残高の増加など、厳しい財政状況が続

くと想定されます。一方で、物価高騰等に伴い施設の維持管理をはじめとした経費は増え、社

会保障費等や住民ニーズの多様化に伴う行政需要も増加し続けており、選択と集中による効率

的・効果的な財政運営が求められます。 

今後も自主財源の一層の確保を目指し、市税の収納率の向上やふるさと応援寄附金の更なる

活用、市有財産の有効活用と売却、その他財源の確保に取り組みます。 

また、高度経済成長期に建設された公共施設等の一部は、老朽化により更新・改修が必要な

時期を迎えています。「朝倉市公共施設等総合管理計画」に基づく「個別施設計画」をもとに、

国庫補助事業・地方債等の財源を活用し、効果的かつ効率的な長寿命化事業に取り組みます。 
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市町村財政の状況（朝倉市）  

      （単位：千円） 

区分 平成２２年度 平成２７年度 令和２年度 令和６年度

歳入総額　（Ａ） 27,593,843 28,418,060 46,255,017 42,632,516

　一般財源 15,739,612 16,051,136 17,593,604 18,416,821

　国庫支出金 4,206,475 3,666,706 12,449,080 6,074,983

　都道府県支出金 1,590,052 1,917,623 4,878,903 4,878,895

　地方債 3,099,106 2,857,893 3,875,424 5,512,722

　　うち過疎対策事業債 84,900 262,700 267,200 849,900

　その他 2,958,598 3,924,702 7,458,006 7,749,095

歳出総額　（Ｂ） 26,533,027 27,739,522 44,746,098 41,051,119

　義務的経費 11,293,985 11,858,363 14,159,462 15,821,334

　投資的経費 4,406,826 3,870,359 10,666,423 11,544,004

　　うち普通建設事業費 4,056,338 3,802,627 4,200,140 6,932,899

　その他 10,832,216 12,010,800 19,920,213 13,685,781

　過疎対策事業費 93,002 268,255 388,373 1,007,999

歳入歳出差引額　Ｃ＝（Ａ）－（Ｂ） 1,060,816 678,538 1,508,919 1,581,397

翌年度へ繰越すべき財源　（Ｄ） 207,153 299,550 545,932 557,045

実質収支　（Ｃ）－（Ｄ） 853,663 378,988 962,987 1,024,352

財政力指数 0.57 0.55 0.54 0.50

公債費負担比率 14.1 16.1 19.1 17.9

実質公債費比率 ー 8.4 9.4 7.5

起債制限比率 8.1 ー ー ー

経常収支比率 86.4 89.9 92.5 93.5

将来負担比率 ー ー ー ー

地方債現在高 24,008,540 25,893,612 31,428,394 31,672,327  

 

 

主要公共施設等の整備状況（朝倉市） 

区     分 平成 22年度末 平成 27年度末 令和 2年度末 令和 6年度末 

市町村道        

  改良率（%） 57.1 58.4 59.7 62.1 

舗装率（%） 90.7 90.7 91.3 91.6 

農道延長（ｍ） 74,823 90,246 94,103 94,103 

耕地 1ha当り農道延長（ｍ） 12.8  ―  ― ― 

林道延長（ｍ） 79,225 79,225 79,225 79,225 

林野 1ha当り林道延長（ｍ） 5.8  ―  ―  ― 

水道普及率（%） 45.2 53.3 59.7 61.6 

水洗化率（%） 61.6  68.0 76.9 85.5 

人口千人当り病院・診療所の病床数（床） ― 15.6 16.1 15.8 
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イ.行政の状況 

本市では、平成１８年３月の市町合併後、「朝倉市総合計画」に基づき、すべての市民が心豊かに暮

らすことができる魅力ある朝倉市を実現できるよう取り組んでいます。市民に利便性の高い行政サービ

スを提供するため、職員研修等の人材育成により職員の資質向上を図るとともに、市役所のＤＸを推進

していきます。 

 

 

（４）地域の持続的発展の基本方針 
朝倉地域は、令和３年４月１日に新たに過疎地域の指定を受けました。両地域において、これまで過

疎対策事業等により道路整備や公共施設の整備、地域の特性を生かしたソフト事業等を実施してきま

した。しかしながら、就労の場の不足などによる若年層を中心とした人口の流出や少子高齢化が進むこ

とを考慮した上で、今後も継続して過疎対策を取り組んでいく必要があります。 

このような実情を踏まえ、朝倉市総合計画の基本目標に基づき事業を推進します。特に両地域では

地域資源を持続可能なかたちで活用しながら、基幹産業や生活環境基盤の整備、集落の維持・活性

化などの対策を継続して推進することに加え、行政や企業、各種団体、地域コミュニティなど地域全体

で協働し、それぞれの役割を担うことでこれらの対策を推進し、安全・安心な暮らしの担保と持続可能

な地域づくりを進めます。 

 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 
基本目標として次の人口目標を掲げ、持続的発展に向けて事業に取り組みます。 

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

朝倉地域 ６，７１０人 ６，５８０人 ６，４６０人 ６，３３０人 ６，２１０人 

杷木地域 ５，１４０人 ５，０００人 ４，８７０人 ４，７５０人 ４，６２０人 

（住民基本台帳をもとに作成） 

 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 
   計画の達成状況の評価結果については朝倉市議会に報告を行います。毎年度の評価をもとに事業

の改善等を行い、地域の持続的発展を目指していきます。 

 

 

（７）計画期間 

   計画期間は、令和８年４月１日～令和１３年３月３１日までの５箇年とします。 

 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

朝倉市公共施設等総合管理計画では、以下のとおり示されています。 

「公共施設等の管理に関する基本的な考え方として、これまでの対症療法的な維持管理（事後保

全）から、計画的な維持管理（予防保全）へ転換し、施設の劣化が進行する前に、計画的な維持管理

（予防保全）を実施していくことで、施設の長寿命化を図り、施設のライフサイクルコストを縮減します。 
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そのため、既存の施設の保全・活用を図るとともに、施設の機能に着目した工夫ある管理・整備手法

を導入し、施設の分散したデータや統一化されていない基準を改め、一元的な情報集約や全体的で

実効性のある仕組みの構築に取り組みます。 

    必要な対策の検討にあたっては、市民ニーズや、環境問題・ユニバーサルデザイン等の社会的要請

に対応した施設整備・運営管理を行うとともに、将来的なまちづくりの方向性や他の関連する事業も考

慮した上で、その施設の必要性をはじめ対策の内容や時期等を検討します。」 

なお、本計画に記載された公共施設等の整備については、上記の基本的な考え方に適合するもの

です。 

 

 

（９）持続可能社会への取組 

令和２年１０月、国は、令和３２年度までにカーボンニュートラルによる脱炭素社会の実現をめざすこ

とを宣言しています。 

温暖化をはじめ地球規模で深刻化する環境問題に対して意識を高め、自然環境に配慮した取組を

進めることが求められています。 

さらに、環境問題を包含した地球全体の持続可能性を保つために、国際連合では、１７のゴール・１

６９のターゲットから構成されたＳＤＧｓを設定し、多くの国、企業、地方公共団体が取組を開始していま

す。 

また、福岡県ではワンヘルスの理念のもと「福岡県ワンヘルス推進基本条例（令和２年度）」を制定、

「福岡県ワンヘルス推進行動計画（令和３年度）」を策定しており、人獣共通感染症に対する対策や環

境に配慮した農林水産業の新たな取組等が進められています。あわせて、生物多様性について「福岡

県生物多様性戦略（令和３年

度）」の中で、生態系の劣化や

気候変動等の問題に対して、

生き物の命のつながりである

生物多様性を守り、その恵み

の持続的な利用を図る取組も

進められています。 

本計画では、２～１３の分野

ごとにＳＤＧｓの目標を関連づ

けて推進します。 

 

 

２～１３の「（３）事業計画」における掲載事業について 

  ２～１３の「（３）事業計画」における掲載事業は、分野ごとの「（２）その対策」に基づく事業計画

の概要であり、国の示す事業名（施設名）の区分に沿って該当するものを掲載しています。また、

主に施設整備以外の事業となるものは「過疎地域持続的発展特別事業」として掲載しています。 
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２  移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 

    

（１）現況と問題点 
総務省「住民基本台帳人口移動報告」によると、令和５年における本市へ転入する前の自治体とし

ては、福岡市をはじめとした福岡都市圏や久留米市、筑前町、大刀洗町などの近隣市町村、また県外

からは東京都、愛知県、大阪府の三大都市圏に加え九州北部各県が多くなっています。 

平成２２年以降の社会増減をみると、これまで転出超過が続いていましたが、令和５年は社会増とな

る転入超過となりました。年齢別では０歳～１４歳では平成２２年以降、平成２６年を除き転入超過で推

移しています。生産年齢人口（１５歳～６４歳）では平成２２年以降、一貫して転出超過となっていました

が、令和５年に転入超過となりました。６５歳以上では平成２４年、平成２５年は転入超過でしたが、それ

以外の年は転出超過で推移しています。 

朝倉地域の人口増減は、若年者（１５歳～２９歳）の減少率が大きく、平成１７年から令和２年までの１

５年間で５４．５％減少し、地域における若年者が占める割合は１０％となっています。 

杷木地域の人口増減は、若年者（１５歳～２９歳）の減少率が大きく、平成１７年から令和２年までの１

５年間で５１．４％減少し、地域における若年者が占める割合は１１％となっています。 

両地域とも若年者（１５歳～２９歳）の減少が大きく、少子化や市外への進学、就職に伴う転出が要因

の一つであるため、今後は地域の特性を生かした定住施策と合わせて、子育て支援の充実や通学・通

勤しやすい環境整備を行っていく必要があります。 

また、高齢化に伴う地域の担い手不足が深刻化し、地域の維持・活性化を図るうえで、新しい人材育

成を進める必要があります。他にも地域の住民だけの力ではなく、本市以外に住んでいる地域と関わり

を持つ人、いわゆる関係人口の創出・拡大を行う必要があります。 

    

年齢３区分別転入・転出者数の推移（朝倉市全体） 

 社会増減数（人） 

０歳～１４歳 １５歳～６４歳 ６５歳～ 

２０２０（令和２）年 ２０ △２５３ △３１ 

２０２１（令和３）年 ３２ △１８３ △ ７ 

２０２２（令和４）年 ２６ △ １６ △３７ 

２０２３（令和５）年 ８７   １７４ △２０ 

参照：RESAS-地域経済分析システム 

出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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（２）その対策 
① 両地域が有する自然環境や歴史、住環境を様々な媒体を活用して都市部に情報発信を行う。 

② 移住者が住みやすい環境にしていくために、地域コミュニティと連携して、将来にわたって定住でき

る環境づくりを推進する。 

③ 住宅の改修、空き家の利活用により移住・定住を推進する。 

④ 本市以外に居住している地域の担い手となっている人材、いわゆる関係人口の創出・拡大を推進

する。 

⑤ 県や近隣市町村と連携して、交流人口の拡大を推進する。 

 

 

（３）事業計画 （令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 

事業

主体 
備  考 

１ 

移住・定住・地域間

交流の促進、人材

育成 

（４）過疎地域持

続的発展特別事

業 

移住・定住  

移住・定住推進事業 市  

移住定住交流センター運

営事業 
市  

あさ暮らし移住・定住支援

金事業 
市  

あさ暮らし住宅補助事業 市  

子育て世代定住促進事業 市  

あさくら“縁”結び応援事

業 
市  

空き家利活用事業 市 空き家バンク推進事業 

地域間交流 広域連携事業 市 
朝倉市・筑前町・東峰村・福岡

県 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

該当事業なし 
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３  産業の振興 

     

 

    

（１）現況と問題点 

① 農 業 

朝倉地域の農業は、平野部において、水稲、大豆、麦及びねぎなどの野菜を中心とした生産が行わ

れています。また、山間部においては、柿、ぶどう、もも等が栽培されています。 

令和２年の販売農家数は４８５戸で、平成７年（販売農家数１，１７６戸）と比較すると、６９１戸減少した

ことになります。 

杷木地域の農業は、平坦地に乏しい立地条件にあるため、傾斜地を利用した果樹栽培を中心とした

生産が行われており、中でも主要作目である柿は、富有が中心に栽培され、その他の果樹として、ぶど

う、なし、すもも等が栽培されています。 

令和２年の販売農家数は２６３戸で、平成７年（販売農家数７１６戸）と比較すると、４５３戸減少したこ

とになります。 

両地域とも、農業を取り巻く環境は依然厳しいものがあり、就業者の高齢化、後継者不足と相まって、

農業経営体制が脆弱化しています。 

このような現状に対処するため、これまで生産基盤の整備を主要施策に掲げて、国県の振興施策等

の積極的な導入・活用等を行い、農地の高度利用や農林産物加工施設等の適正な運営に努めるとと

もに、関係機関との連携により地域営農の活性化を図ってきました。また、農作物の評価を高め他市町

村との産地競争をより優位に展開していくため、土づくりの推進や安定生産技術の開発・普及という生

産対策から、施設の整備や用途に応じた規格、包装等の開発・普及による鮮度保持対策、販路の拡大

などを実施しました。 

農産物直売所では地域で生産された農作物が販売され、市内外問わず多くの方が利用しています。

朝倉地域にある農産物直売所「三連水車の里あさくら」は、令和３年度のレジ客数４４．０万人、売上げ

６．１億円が、令和６年度にはレジ客数は４３．１万人と減少したものの、売上げは６．５億円と増加してい

ます。杷木地域にある農産物直売所「ファームステーションバサロ」は、令和３年度のレジ客数４３．３万

人、売上げ８．２億円が、令和６年度にはレジ客数４４．９万人、売上げ９．１億円と増加しています。 

今後も、国県の振興策の積極的な導入・活用を図るとともに、関係機関と連携し、地域農業に沿った

施策などを行い、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想で示す農業経営類型の確立や経営

の改善を促進し、足腰の強い農業を育成し、さらに、立地条件や地域資源を活用した農産物の生産及

び高付加価値化等を図るとともに、「三連水車の里あさくら」や「ファームステーションバサロ」を核とした

観光産業との連携や、都市との交流等を更に推進する必要があります。 
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農家・専兼別農家の推移（朝倉地域）    

区分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年 

総農家数  1,348 戸 1,265 戸 1,197 戸 935 戸 737 戸 658 戸 

 
自給的農家 172 戸 173 戸 191 戸 213 戸 206 戸 173 戸 

販売農家 1,176 戸 1,092 戸 1,006 戸 722 戸 531 戸 485 戸 

         (資料：農林業センサス） 

 

農家・専兼別農家の推移（杷木地域） 
  

 

区分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年 

総農家数 954 戸 879 戸 800 戸 735 戸 579 戸 393 戸 

 
自給的農家 238 戸 258 戸 234 戸 231 戸 194 戸 130 戸 

販売農家 716 戸 621 戸 566 戸 504 戸 385 戸 263 戸 

    (資料：農林業センサス） 

 

② 林 業 

朝倉地域の森林面積は、約４５３haで朝倉地域総面積の１３．１％を占めており、そのほとんどが民有

林で、その内、人工林の占める割合が７４．０％です。また、杷木地域の森林面積は、約２，６９５ha で杷

木地域総面積の５９．９％を占めており、そのほとんどが民有林で、その内、人工林の占める割合が７４．

５％です。その森林が果たす役割は、単に林産物を供給するだけでなく、水源かん養、国土保全、大

気の浄化等の公益的な機能を有しており、地域住民の生活と深く結びついています。 

近年、地球規模での自然環境の保全により「京都議定書目標達成計画」にもあるとおり地球温暖化

防止のため森林整備が図られていますが、これらに対応するため、間伐や大径材生産のための長伐

期施業、複層林施業などを導入すると同時に、広葉樹林など多様な森林づくりが望まれています。 

現在まで、林道・作業道の整備や間伐用のプロセッサーなど大型最新機材の導入により基盤整備が

拡充されてきましたが、木材市況の低迷、後継者難といった課題は改善できていません。 

朝倉森林組合では、組合員２，６２４名（その内、朝倉地域４８名、杷木地域２６０名）、組合員の所有

面積約１２，２００ha（その内、朝倉地域１３７ha、杷木地域１，２００ha）を抱え、素材生産事業、造林事業

等の森林整備を実施していますがその活動は厳しい状況にあります。 

今後も引続き基盤整備を進めながら、組織体制の強化並びに高性能林業機械の導入、雇用環境の

充実など林業の振興を目指すとともに、特用林産物の椎茸・ギンナン・タケノコなどを地域特産品として

振興を図る必要があります。 

 

③ 商工業 

両地域の商業は、主に両地域の中心部と原鶴温泉内に集中しており、総体的に家族のみが従事す

る小規模経営が多く、また、周辺地域の大型店舗により集客は減少しています。さらに、消費生活の変

化や豊かさを求める地域住民の価値観の変化等に伴い、商店街に求められる機能はより多様化し、商

業環境の整った近隣都市圏への購買客の流出や通信販売利用等により、地域商業を取り巻く状況は

厳しいものとなっています。 

こうした状況から、商店街では経営体質の改善が必要不可欠となっており、地域の特色を生かした

魅力ある空間と、高齢者等にやさしい商業拠点としての快適なまちづくりが求められています。 
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工業については、木材製品、食料品、家具、一般機械類などの製造・加工の事業所が多く、従業員

が１００人を超える事業所はわずか３事業所のみで、林田工業団地（３社進出）、烏集院工業団地（３社

進出）及び比良松工業団地（２社進出）への企業誘致により、就労の場の拡大並びに地域経済の活性

化等を図ったところです。 

地場産業は、地域内での雇用の場として欠かせない役割を担っていることから、その育成・振興を促

進するためには、商工団体の支援体制を強化し、経営改善・情報提供・人材育成等を行うとともに、先

端設備の導入や企業同士の協業化を推進し、併せて企業経営の近代化や後継者・就業者の確保にも

努めていくことが必要です。 

企業誘致については、積極的な誘致活動を推進し就労の場の確保が必要になります。 

 

④ 観 光 

朝倉地域の観光は、筑後川の恵みを受け田畑を潤す三連水車をはじめとする「朝倉の水車群」と、

米麦及びねぎを中心とした野菜、柿・ぶどう等の販売等により支えられています。また、杷木地域の観

光は、県内随一の湧出量を誇る筑後川河畔の原鶴温泉と、柿・ぶどう等を主としたフルーツ観光農園

及び販売により支えられています。 

観光客入込み状況をみてみると、両地域は、令和２年の１４１．２万人から令和６年は１４３．７万人と

横ばいで推移しています。原鶴温泉の旅館はピーク時には２８軒あったものが、現在では１３軒まで減

少しています。 

こうした状況のなか、 “農”と“観光”の連携が、両地域全体の活性化につながると期待されます。 

「朝倉の水車群」及び筑後川の水を取水する「山田堰」は近年、観光の側面として注目を浴びており、

観光客が訪れています。さらにフルーツ狩りを行う観光農園や農産物直売所「三連水車の里あさくら」、

「ファームステーションバサロ」、原鶴温泉の旅館とも協力し、事業の垣根を超えた連携を行う必要があ

ります。緑豊かで美しい山里や筑後川などの自然資源や山田堰や原鶴温泉等の地域資源を活かした

観光産業の振興を図り、地域特有の文化財・史跡・祭りなどを継承しつつ、近隣市町村との地域間交

流も視野に入れた観光地づくりを推進する必要があります。 

 

 

（２）その対策 

① 農業生産基盤の整備と併せて、認定農業者を中心に農業経営の確立や年間労働時間の短縮、

他産業に劣らない農業所得の確保等、国県の振興施策等の積極的な導入・活用等により農業経営

の改善を促進する。 

② 両地域の立地条件や地域資源を活用した高生産性・高付加価値農業の振興を図るとともに、他産

業との連携や都市との交流等を促進する。 

③ 果樹農家の複合経営を促進し、農産物需要の動向に即応できる農業生産基盤の整備充実に努め

る。 

④ 多様な担い手の確保や新規就農者の就農支援を図る。 

⑤ 農林特産物の生産や加工品の開発を促進し、また、生産者・団体等と連携を行い、収益性の高い

農林業の確立を図る。 

⑥ 森林の適正な保育・管理を推進するため林業生産基盤の充実を図り、低コストで合理的な林業経

営を確立する。 

⑦ 商店街を魅力あるものにするために、商工会主体による商業振興のためのビジョンを策定し、今後
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の商店街活性化に関する基本方針を確立するとともに、空き店舗や空き地を有効活用し子どもや高

齢者に優しい商店街づくりを進める。 

⑧ 優良企業の誘致活動を積極的に推進し雇用の促進を図る。 

⑨ 伝統産業の継承及び地場産業の活性化に努める。 

⑩ 山田堰や堀川用水、三連水車、原鶴温泉等の各観光施設や資源を結び付けていくとともに、周辺

市町村との広域連携により観光ネットワーク化を進める。 

⑪ 観光と農業との相乗効果を図るため、観光農業の活性化支援をはじめ「道の駅」「川の駅」を結ぶ

相互の連携ラインの充実を図り、都市住民との交流を促進する。 

⑫ 地域住民と市が協働し、魅力ある観光地づくりを進めると共にそのための施設整備に努める。 

 

 

（３）事業計画 （令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 

事業

主体 
備  考 

２ 

産業の振興 

（１）基盤整備 

農業 
市単独土地改良事業 市  

農業水路等長寿命化・防

災減災事業 
市  

農村環境整備 市  

農地耕作条件改善事業 
各種

団体 
 

（３）経営近代化

施設 

  農業 

県営ため池等整備事業 県  

活力ある高収益型園芸産

地育成事業 

営農

集団 
 

林業 林業機械導入事業 市   

（４）地場産業の

振興 

流通販売施設 

三連水車の里あさくら整

備事業 
市  

杷木物産館整備事業 市  

（９）観光又はレ

クリエーション 
観光施設整備事業 市  

公園整備事業 市  

災害伝承広場整備事業 市  

（１０）過疎地域

持続的発展特別

事業 

  第１次産業  

土づくり事業 個人   

農地改良復旧土づくり事

業 
個人  

中山間地域等直接支払制

度事業 
市  

秋王産地化推進事業 
各種

団体 
 

ハゼ苗代購入費補助金 個人  
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商工業・６次産

業化  

特産農産物振興・６次産

業化推進事業補助金 
個人  

プレミアム付商品券発行

補助事業 
市  

 観光  原鶴温泉旅館協同組合補

助金 

各種

団体 
 

商工会事業費補助金 
各種

団体 
 

ひまわり等植栽事業 市  

原鶴温泉振興イベント開

催事業補助金 

各種

団体 
 

あさくら祭り開催補助事業 
各種

団体 
 

観光宣伝委託事業 
各種

団体 
 

三連水車感謝イベント事

業補助金 

各種

団体 
 

筑後川鵜飼振興協議会補

助金 

各種

団体 
 

宿泊助成事業 市  

鵜飼鑑賞船持続助成事業 
各種

団体 
 

宿花火大会事業補助金 
各種

団体 
 

川の駅管理事業 市  

企業誘致 
企業誘致事業 市  

 

 

（４）産業振興促進事項 

①産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

朝倉地域 

杷木地域 

製造業 

情報サービス業等 

農林水産物等販売業 

旅館業 

令和８年４月１日～ 

令和１３年３月３１日 

 

 

②当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

上記「３ 産業の振興」「（２）その対策」及び「（３）事業計画」のとおり 

なお、本区域における産業の振興については、必要に応じて、周辺市町村及び福岡県との連携に

努めます。 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画では産業系施設の管理に関する基本的な方針を、「三連水車の里あさく

ら及びファームステーションバサロについては、施設の維持補修を行い今後も継続使用します。」と定

めています。 

なお、本項目に記載された公共施設等の整備については、上記の方針に適合するものです。 
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４  地域における情報化 

 

（１）現況と問題点 
行政サービスをはじめとする医療・福祉・防災等生活分野における地域が抱える様々な課題の解決

や地域活性化・地方創生を実現するため、ＩＣＴ※１を活用したスマートシティ（都市や地域の機能やサ

ービスを効率化・高度化し、生活の利便性や快適性を向上させるとともに、人々が安心・安全に暮らせ

る街）型のまちづくりが求められており、かつ、市民一人一人が今まで以上にきめ細かいサービスを享

受できる社会の実現、防災や見守り等による地域課題の自発的解消など、ＩＣＴ・ＩｏＴ※２・ＡＩ※３・ＲＰＡ※

４・マイナンバー等を活用することで、より充実した行政のデジタル化を図る必要があります。 

このようなことから今後は、次世代通信基盤による高品質で超高速・大容量・低遅延等を可能にした

環境への対応が必要となります。 

防災分野において、本市は平成２０年度より同報系防災行政無線を整備し、市内全域で１１６箇所の

屋外拡声子局を整備しました。これにより、情報取得ツールを持たない住民へも、瞬時に広範囲で情

報伝達を行うことが可能となりました。また、同報系防災行政無線から地域放送へのつなぎ込みを行う

ことで多くの地域住民への情報伝達が行えるようになりました。 

令和７年度より地域情報化推進事業として、社会インフラ化が進むＬＩＮＥによる情報発信を強化する

ため、メニューの変更、受信設定の導入を行い市公式ＬＩＮＥの利便性を向上させるとともに、デジタル

回覧板、防災放送アプリを導入し、地域からの情報が迅速に伝わる手段も設けることで、情報伝達手段

の多様化・多重化に取り組みました。 

今後は、ＬＩＮＥ、デジタル回覧板及び防災放送アプリの利用者を増やすことが必要です。 

 
※１ ＩＣＴ・・・「Information and Communication Technology」の略で、情報通信技術のこと。 

※２ ＩｏＴ・・・「Internet of Things」の略で、「モノのインターネット」と呼ばれる。自動車や家電、ロボットなど

あらゆるモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれ

に基づく自動化等が発展し、新たな付加価値を生み出す。 

※３ ＡＩ・・・「Artificial intelligence」の略で、人工知能のこと。 

※４ ＲＰＡ・・・「Robotic Process Automation」の略で、仮想知的労働者やロボットによる業務自動化のこ 

と。 

 

 

（２）その対策 

① 行政のデジタル化を図り、利便性の向上に努める。 

② 災害時に的確に市民へ情報を伝達できるよう、機器の維持・更新を適切に行う。 

③ 市公式ＬＩＮＥ、デジタル回覧板及び防災放送アプリの利用を促進し、併せて更なる利便性の向上

に努める。 

④ 市民がデジタルによる情報伝達手段を活用できるための支援を行う。 

 



- 20 - 

 

（３）事業計画 （令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 

事業

主体 
備  考 

３ 

地域における情報

化 

（１）電気通信施

設等情報化のた

めの施設 

 防災行政用無

線施設 

同報系防災行政無線親卓

等更新事業 
市  

同報系防災行政無線施設

更新事業 
市  

その他の情報

化のための施設 
公共施設無線ＬＡＮ更新

事業 
市  

（２）過疎地域持

続的発展特別事

業 

 デジタル技術

活用 

防災情報伝達システム整

備事業 
市  

高齢者スマホ活用講座 市  

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 
該当事業なし 
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５  交通施設の整備、交通手段の確保 

   

（１）現況と問題点 

①  道   路 

両地域の道路体系は、九州横断自動車道（大分自動車道）、一般国道３８６号、一般国道３８６号バ

イパス、県道９路線、主要市道４６路線を基幹とした道路網で形成されています。 

道路の果たす機能は、住民の生活、地域の産業、教育、医療等多岐にわたる分野を支え、地域の

活性化に大きな影響を及ぼす重要な基盤です。 

特に、大分自動車道は、今日における地域経済の広域化や、日常生活圏の拡大等根幹道路として

重要な役割を担っています。 

これらの現状を踏まえて、朝倉インターチェンジ、杷木インターチェンジ利用エリア内の高速道路へ

のアクセス整備など広域的な見地に立った整備が必要であり、併せて主要市道等の道路機能の充実

や改良を図り、住民生活の移動の利便性の向上や地域産業の振興、地域間の交流等に的確に対応

できる交通体系の整備が必要です。 

 

（市 道） 

住民の生活及び生産の諸活動の基盤である市道については、年次計画的に整備を行ってきました。

令和６年度末現在の朝倉地域の状況は、路線数７５８本、総延長２６８.６km であり、改良率６７．０％、舗

装率８７．０％となっています。杷木地域の状況は、路線数３７８本、総延長１４０．４km であり、改良率６

２．１％、舗装率９０．６％となっています。 

両地域合わせての主要市道である１・２級市道の改良率は９５．７％、舗装率は９９．５％（簡易舗装を

含む。）と改善整備が進んでいますが、その他の市道３２１．７km については、改良率５７．２％、舗装率

８５．３％であり、大型車両化が進む今日の交通体系に充分に対処できるような整備が必要であり、また

日常生活の安全性や利便性を確保するためにも計画的な事業推進が望まれます。 

さらに、高速道路や地方幹線道路との交通体系を考慮した、主要市道の改良整備を計画的かつ効

率的に進めていくことが重要です。 
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市 道 の 現 況 （朝倉・杷木地域）                                   （令和６年度末） 

区分 路線数 
総延長 

（ｍ） 

実延長 

（ｍ） 

改良済区間 

（ｍ） 

道路改良率 

（％） 

未舗装 

（ｍ） 

舗装道 

（ｍ） 

舗装率 

（％） 

１ 級 

朝倉 10  23,830.7  23,311.1  22,987.5  98.6  0.0  23,311.1  100.0  

杷木 8  18,919.9  16,862.9  15,965.2  94.7  0.0  16,862.9  100.0  

２ 級 

朝倉 14  25,939.2  24,708.1  23,296.6  94.3  284.5  24,423.6 98.8  

杷木 14  18,707.7  18,687.4  17,756.5  95.0  106.9  18,580.5  99.4  

その他 

朝倉 734  218,884.3  213,640.4  129,088.2  60.4  33,635.5  180,004.9  84.3  

杷木 356  102,867.8  100,907.0  50,975.6  50.5  12,756.6  88,150.4  87.4  

１級・２級 計 46  87,397.5  83,569.5  80,005.8  95.7  391.4  83,178.1  99.5  

その他 計 1,090  321,752.1  314,547.4  180,063.8  57.2  46,392.1  268,155.3  85.3  

朝倉 計 758  268,654.2  261,659.6  175,372.3  67.0  33,920.0  227,739.6  87.0  

杷木 計 378  140,495.4  136,457.3  84,697.3  62.1  12,863.5  123,593.8  90.6  

総 計 1,136  409,149.6  398,116.9  260,069.6  65.3  46,783.5  351,333.4  88.2 

                                                              （資料：道路台帳） 

 

（農林道） 

農道は、効率的な農業生産流通に欠くことのできない生産基盤であり、これまで各種補助事業や単

独事業を積極的に活用し改善整備に努めてきました。 

しかしながら、圃場内、園地内での農道整備、舗装改良等の充分な整備が図られておらず、今後も

より一層、高性能機械の導入等による農作業の効率化や高品質化に対処できるような農道整備・園内

道路の整備が必要です。 

林道・作業道の整備拡充は、森林整備や林業生産性の向上を促進するための基本的な要素である

ことから、随時国・県の振興施策を導入し整備を図ってきました。 

朝倉地域の令和６年度末現在の林道路線は１本で、総延長 1,467ｍ、林道密度は 3.24ｍ／haです。 

杷木地域の令和６年度末現在の林道路線は２６本で、総延長 44,653ｍ、林道密度は 16.57ｍ／haで

す。杷木地域の路網整備は一定進められているものの、朝倉地域の路網整備状況は高いとは言えず、

さらに林道・林内作業路などの整備を進めて森林作業の機械化や施設の導入等を促進し、近代的な

林業経営の推進に努める必要があります。 

 

林道現況（朝倉地域）              （令和６年度末） 

種  別 道 路 延 長 森 林 面 積 密  度 

   ｍ／ha 本数 延長（ｍ） 面積（ha） 

林  道 1 1,467  453  3.24 

（資料：林道台帳） 
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林道現況（杷木地域）              （令和６年度末） 

種  別 道 路 延 長 森 林 面 積 密  度 

   ｍ／ha 本数 延長（ｍ） 面積（ha） 

林  道 26  44,653  2,695 16.57  

（資料：林道台帳） 

 

②  交 通 

両地域における公共交通機関は、民間路線バスと市主宰のあいのりタクシーがあり、地域住民の日

常の移動手段として利用されています。 

域内を通る民間路線は、甘木幹線（杷木～筑紫野市間、上下４８本）や高速バス路線（福岡市～日

田市間、上下６２本）があり、近隣各都市と結ばれています。また、将来的に持続可能な公共交通へ改

善するため、地域全域を１つの運行エリアとして地域内を予約に応じて運行する区域運行へ見直すこ

とで、路線バスや高速バスの広域的な生活交通へ結節するとともに、地域内の移動の利便性を向上さ

せ、移動手段を確保・維持しています。 

しかし、マイカーの普及や過疎化の進行などにより、公共交通の利用者数は毎年減少する傾向にあ

り、今後ますます厳しい運行が見込まれます。一方で、地域路線バスは子どもや高齢者などの交通弱

者をはじめ地域住民にとって、通学や通院、買い物など日常の生活に必要不可欠な生活基盤であるこ

とから、その維持確保が大きな課題となっています。 

このような状況の下、持続可能な公共交通体系を確立することを目的として策定した「朝倉市地域公

共交通計画」に基づき、地域公共交通の維持・改善を図っていく必要があります。 

 

 

（２）その対策 
① 地方幹線道路である国・県道の整備促進を図る。 

② 朝倉インターチェンジ、杷木インターチェンジ利用エリア内における高速自動車道へのアクセス道

路の整備を促進する。 

③ 主要市道を中心に各種補助（交付金）事業を導入して整備を図る。 

④ 交通安全施設整備の充実を図り、日常生活の安全性や利便性を確保する。  

⑤ 農業生産性の向上を図るため、有利な補助事業や県営事業などを導入し農道の新設・改良・舗装

を促進する。 

⑥ 林業の振興、林業経営改善を図るため林道開設・改良・舗装を推進する。 

⑦ 公共交通は地域の生活基盤として必要不可欠なものであり､その維持・改善に努める｡ 
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（３）事業計画 （令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備  考 

４ 

交通施設の整備、交

通手段の確保 

（１）市町村道 

道路 
市道林田・大山線外2路線

付替工事 
市 

赤谷川管理用道路を3m拡幅 

L=740m,W=3.0m→6.0m 

市道寒水・古賀線改良工事 市 
改良L=100m,A=825㎡ 

拡幅A=250㎡,W5.0m～7.0ｍ 

白木新設道路工事 市 
両側側溝整備L=300m,舗装・路

盤L=400m,W=4.0m,A=1600㎡ 

市道白木1号線舗装改良工

事 
市 

L=110m,W=4.4m 

舗装打ち替え 

市道御目ヶ原・永田線舗装

改良工事 
市 

L=110m,W=5.4m 

舗装打ち替え 

内川野線舗装改良工事 市 
L=250m,W=4.3m 

舗装打ち替え 

市道白木1号線道路改良工

事 
市 

L=500m,W=5.0m 

道路改良 

市道林田・大山線道路改良

工事 
市 

L=470m,W=6.0m  

視距・局部改良 

市道古町3号線、烏帽子形・

ニライデ線舗装新設工事 
市 

L=400m,W=3.0m  

舗装新設 

市道土堤線道路改良工事 市 
L=180m,W=6.0m  

 （拡幅） 

市道横町線舗装補修工事 市 L=260m,W=6.0m～7.5m 

市道中町・上池田線舗装補

修工事 
市 L=200m,W=4.0m 

市道平田・石田線道路改良

工事 
市 L=100m,W=4.0m 

市道久喜宮・志波線舗装改

良工事 
市 

L=1,000m,W=5.3m 

舗装打ち替え 

市道杷木・宝珠山線道路改

築工事 
市 L=4,000m,W=4.0m 

市道池田・久喜宮線他2路

線（若市バイパス） 
市 

L=1,100m,W=9.5m 

舗装打ち替え 

市道杷木・宝珠山線舗装改

良工事 
市 

L=960m,W=5.5m 

舗装打ち替え 

市道寒水・古賀線舗装改良

工事 
市 

L=380m,W=5.1m 

舗装打ち替え 

市道下久保線舗装改良工

事 
市 

L=100m,W=3.9m 

舗装打ち替え 

市道尾上・寺田線舗装改良

工事 
市 

L=440m,W=5.0m 

舗装打ち替え 

市道足原線外１路線道路改

修事業 
市 L=250m,W=4.8m 

市道山田・黒川線道路改良 市 
L=80m,W=7.9m舗装打ち換え 

L=65m 側溝補修 

市道山ノ神・北ノ園線舗装

工事 
市 

L=30m,W=7.6m 

舗装打ち換え 

市道柏ヶ窪１号線舗装工事 市 
L=50m、W=2.5m 

舗装工事(下水道条件整備） 
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市道大庭・宮野線側溝工事 市 
L=4.5m 

横断側溝設置 

市道河原３号線道路改良工

事 
市 

L=70m,W=4.0m 

道路拡幅 

市道永居・立出線道路改良

工事 
市 

L=450m,W=4.0m 

道路拡幅 

市道立出・虚空蔵線道路改

良工事 
市 

L=180m,W=4.0m 

道路拡幅 

市道立出・木ノ下線道路改

良工事 
市 

L=50m,W=4.0m 

道路拡幅 

市道十文字・立出線舗装工

事 
市 

L=1,500m,W=5.5m 

舗装打ち換え 

市道三奈木・大庭線舗装工

事 
市 

L=600m,W=6.0m 

舗装打ち換え 

市道大庭・宮野線舗装工事 市 
L=700m,W=5.5m 

舗装打ち換え 

市道叶原・大庭界線舗装工

事 
市 

L=700m,W=4.5m 

舗装打ち換え 

市道古毛・入地線舗装工事 市 
L=1,200m,W=6.0m 

舗装打ち換え 

市道荒蒔・松の木線舗装工

事 
市 

L=300m,W=5.0m 

舗装打ち換え 

市道才園・火渡線道路改良

工事 
市 

L=１00m 

道路拡幅 

市道古毛・宮野線舗装工事 市 
L=1,600m,W=6.0m 

舗装打ち換え 

市道柿木田・石頭線舗装工

事 
市 

L=700m,W=5.0m 

舗装打ち換え 

市道下原・野田原線舗装工

事 
市 

L=800m,W=6.0m 

舗装打ち換え 

市道寺の前・向別所線舗装

工事 
市 

L=150m,W=6.0m 

舗装打ち換え 

市道向野・一ノ坂線舗装工

事 
市 

L=500m,W=4.5m 

舗装打ち換え 

市道古賀の下・落合線道路

改良工事 
市 

L=72.2m 

道路改良 

市道山ノ下・八坂谷線舗装

工事 
市 

L=400m,W=4.0m 

舗装打ち換え 

市道山ノ下・藪ノ下線道路

改良工事 
市 

L=600ｍ,W=4.0m 

道路改良 

市道杉馬場・向山線舗装工

事 
市 

L=200m,W=4.0m 

舗装打ち換え 

市道原鶴・大久保線道路改

良工事 
市 L=60m,W=7.5m 

市道栗只・宮の下線道路改

良工事 
市 

道路改良 

L=217m,W=4.0m 

市道塚原1号線舗装工事 市 
L=340m,W=4.0m 

舗装打ち換え 

市道塚原2号線舗装工事 市 
L=230m,W=4.0m 

舗装打ち換え 

市道尻無線舗装工事 市 
L=145m,W=4.0m 

舗装打ち換え 
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市道塚原4号線舗装工事 市 
L=100m,W=3.0m 

舗装打ち換え 

市道杉谷・浦ノ前線道路改

良工事 
市 

道路改良 

L=50m,W=5.0m 

市道浦ノ前1号線道路改良

工事 
市 

道路改良 

L=100m,W=4.0m 

市道浦ノ前・上野線道路改

良工事 
市 

道路改良 

L=50m,W=4.0m 

市道阿蘇山線舗装工事 市 
L=900m,W=2.0m 

コンクリート舗装打ち換え 

市道下久保線舗装工事 市 
L=125m,W=4.0m 

舗装打ち換え 

市道清水元線舗装工事 市 
L=200m,W=4.0m 

舗装打ち換え 

市道林田・正信線道路改良

工事 
市 

L=250m,W=3.0m 

舗装打ち換え 

市道河原4号線道路改良工

事 
市 

道路改良 

L=35m,W=4.0m 

市道政所1号線、政所2号線

道路改良工事 
市 

道路改良 

L=100m,W=4.0m 

市道高山布口線道路改良

工事 
市 

道路改良 

L=150m,W=7.0m 

市道真竹・乙石線道路改良

工事 
市 

道路改良 

L=100m,W=4.0m 

市道星丸・大山線舗装工事 市 
L=100m,W=5.4m 

舗装打ち換え 

橋りょう 
橋りょう改良設計・工事 市 n=9橋 

（２）農道 

   
農道改良工事 市  

（３）林道 
林道改良工事 市  

（９）過疎地域持続

的発展特別事業 

  公共交通 

コミュニティバス事業 市 あいのりタクシー２区域 

交通施設維持 
道の駅管理事業 市  

その他 
橋りょう点検事業 市  

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画では、道路、橋りょうの管理に関する基本的な方針を、「道路については、

今後、維持更新投資が重要であることから、毎年、維持更新投資のための予算確保を図り、路面の損

傷状況等を踏まえながら、更新事業を推進していきます。橋りょうについては、「朝倉市橋梁長寿命化

修繕計画」に基づき、修繕等を推進していきます。」と定めています。 

なお、本項目に記載された公共施設等の整備については、上記の方針に適合するものです。 
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６ 生活環境の整備 

    

 

（１）現況と問題点 

① 上水道・汚水処理施設 

朝倉地域の生活飲料水は、全域で井戸水を利用しています。令和３年度に水道事業における給水

区域に編入したところです。しかし、施設の更新が最優先であるため、現在の経営状況からみても積極

的な投資を行うことは困難な状況です。 

杷木地域の生活飲料水は、上水道施設、簡易給水施設、井戸水等を利用しており、上水道施設の

令和６年度末給水人口は３，９３１人です。杷木地域の集落は平坦部地域を除いて山あいの入り組ん

だ地形に点在し、地域全域を上水道施設においてカバーするのが難しい状況です。 

朝倉地域の汚水処理施設は、特定環境保全公共下水道や農業集落排水事業などの下水道事業に

より整備が完了しており、今後は施設を維持していくための更新工事等を実施していきます。 

杷木地域の汚水処理施設は、衛生的で快適な生活を営むために欠かせない生活基盤施設であると

ともに、公共用水域の水質保全のためにも必要なものであり、浄化槽市町村整備推進事業により全地

域を対象に浄化槽の設置を進めています。今後も、汚水処理構想に基づき事業の推進に努めていき

ます。 

 

杷木上水道の普及状況       

区分 行政区域 

人口【A】 

（人） 

給水区域 

人口【B】 

（人） 

現在給水 

人口【C】 

（人） 

普及率 

【C／A】 

（％） 

普及率 

【C／B】 

（％） 

総配水量 

 

（㎥） 

日最大 

計画水量 

（㎥） 

日最大 

配水量 

（㎥） 

令和5年度 5,554  5,337  4,037  72.7  75.6  426,771  2,300  1,625  

令和6年度 5,414  5,214  3,931  72.6  75.4  417,782 2,300  1,321  

               （資料：市上下水道課） 

 

朝倉地域汚水処理施設の普及状況                       （単位：人） 

区分 行政区域人口 
特定環境保全 

公共下水道 

農業集落 

排水施設 

小規模集合 

排水施設 

合併処理 

浄化槽 

令和5年度 7,100 3,377 3,100 71 59 

令和6年度 6,974 3,341 3,052 66 60 

                                              （資料：市上下水道課） 

杷木地域汚水処理施設の普及状況  （単位：人） 

区分 行政区域人口 
合併処理 

浄化槽 

令和5年度 5,554 3,898 

令和6年度 5,414 3,821 

 （資料：市上下水道課） 
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② 廃棄物処理施設 

平成１５年度より、甘木・朝倉・三井環境施設組合では、地域の一般廃棄物について共同で焼却処

理を行っており、効率的な廃棄物処理と環境保全が図られてきました。 

しかしながら、現在の焼却施設は稼働から２０年以上が経過しており、施設の老朽化が進行していま

す。今後も安定した廃棄物処理を継続するために、施設の更新に向けての準備を進めています。 

 

③ 消防施設 

両地域の防災については、非常備消防として、８分団からなる３１９名の消防団員で組織され、常備

消防体制と密接な連携を保ちながら地域防災活動を展開しています。 

若者の減少等による団員確保の問題については、消防団退団者を支援団員として活用する制度等

によって対策を図っています。 

上水道の整備区域において、自治消防隊等が初期消火に活用できるよう消火栓及び消火栓ボック

スを設置しています。今後は、団員確保とあわせて専門的技術の習得訓練・研修に努め、資質の向上

を図るとともに上水道未整備区域の地域の形態に応じた消防施設・機能の充実を図る必要がありま

す。 

 

④ 公営住宅 

朝倉地域においては７２戸、杷木地域においては１６３戸（令和６年度末現在）の公営住宅を管理し

ています。 

市営住宅等の供給は、住宅に困窮する低所得者に対する重要な施策の一つであり、老朽化してい

る市営住宅の建替え及び個別改善などの年次的な整備を図る必要があります。 

 

⑤ 火葬場 

昭和６１年に整備した杷木火葬場は、老朽化が進んでいます。これまでも火葬炉本体、機械関係の

主要設備を中心に施設整備の改修等を行ってきていますが、今後、益々進むと思われる高齢化社会

に配慮するとともに、すべての利用者のさらなる利便性・快適性向上のために施設整備が必要となって

います。 

 

⑥ 浸水被害 

近年は線状降水帯の発生などにより市内で内水による浸水被害が生じています。市民の生命や財

産、生活環境の保全のためにも浸水対策を図る必要があります。 

 

（２）その対策 

① 上水道の給水能力の充実を図り､生活用水の安定的供給と衛生の向上に努める｡ 

② 汚水処理計画に基づき、浄化槽等の設置を推進し、適正な維持管理に努める。 

③ 新規ごみ処理施設を現施設敷地内に整備する。 

④ 地域防災計画に基づき、消防施設や機能の充実を図り、防災体制の確立を図る。 

⑤ 消防署及び医療機関との連携を強化し救急体制の充実を図る。 

⑥ 公営住宅の年次計画的な維持管理に努める。 

⑦ 火葬場の老朽化に対応するため、計画的な整備を推進する。 

⑧ 浸水被害の軽減に努める。 
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⑨ 公園や上水道・汚水処理施設の整備、住宅の改修等により市民が安心して住み続けられる生活環

境の整備を推進する。 

 

 

（３）事業計画 （令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事  業  内  容 

事業 

主体 
備   考 

５ 

生活環境の整備 

（１）水道施設 

  上水道 
上水道等施設整備事業 市   

 
（２）下水処理施

設 

  公共下水道  

特定環境保全公共下水道

事業 
市  

  農村集落排水

施設  
農業集落排水事業 市  

 
 その他 

浄化槽設置整備事業 市  

 
浄化槽市町村整備推進事

業 
市  

 

（３）廃棄物処理

施設 

 ごみ処理施設 

広域ごみ処理施設設置費

負担金 

一部事務 

組合 
 

 （４）火葬場 
火葬場整備事業 市   

 （５）消防施設 

  
車両購入事業負担金 

一部事務 

組合 
  

 消防団運営事業 市 消防車両・消防団施設整備 

 消防水利整備事業 市 耐震性貯水槽等整備 

 
（６）公営住宅 

公営住宅等整備事業 市  

 

（７）過疎地域持

続的発展特別事

業 

環境  

環境基本計画に基づく事

業の推進 
市   

 防災・防犯 がけ地近接等危険住宅移

転補助事業 
市  

  
住宅・建築物土砂対策擁

壁等改修補助事業 
市  

  
ブロック塀等撤去費補助

事業 
市  

  
木造戸建て住宅耐震改修

等補助事業 
市  

 
（８）その他 

浸水対策事業 市  
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画では、上水道、下水道、火葬場、消防施設、公営住宅の管理に関する基

本的な方針を定めています。 

上 水 道： 

今後の管路をはじめとする水道施設の更新については、水の安定供給を確保するため、引き続き、

老朽管の計画的な更新を進めるとともに、施設等の計画的な更新と長寿命化、維持管理費用の低

減に努めていきます。 

 

下 水 道： 

流域関連公共下水道、特定環境保全公共下水道については、ストックマネジメント計画に基づき、

施設の計画的な改築・更新を行っていきます。農業集落排水施設については、最適整備構想に基

づき機能強化対策事業を継続的に行い、施設の改築・更新を行っていきます。 

個別排水処理施設についても、施設の随時補修等を行い、維持管理に努めます。 

また、将来的な公共下水道と農業集落排水の接続、未普及解消に向けて、方式にとらわれない

整備を推進していきます。 

 

消防施設： 

今後も継続使用を予定していますが、老朽化が進んでいる施設は改修等について検討していき

ます。 

 

公営住宅： 

「朝倉市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、市営住宅の計画的な建替えや個別改善事業等を

進めます。また、市営住宅の改修整備等を実施して計画的な維持管理を行います。その際、以下の

基本方針に基づき整備を行います。 

・安全に安心して住める環境づくり 

・既存ストックの有効活用 

・定住促進のための地域特性に合わせた多様な住宅供給 

 

火 葬 場： 

火葬炉本体及び関連機械設備は定期的な保守点検整備を行い、その他の箇所は適宜、補修工

事を行い継続して使用します。 

 

なお、本項目に記載された公共施設等の整備については、全て上記の方針に適合するものです。 
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７  子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

    

 

（１）現況と問題点 

①  子育て環境 

朝倉地域には、私立保育所が１施設、私立認定こども園が１施設、私立幼稚園が１施設、杷木地域

には、市立保育所が４施設、私立認定こども園が１施設あり、子どもの心身の健全な成長を促し、心豊

かな人づくりへの第一歩として極めて重要な役割を担っていますが、園児数の最近５年間の推移を見

てみると両地域とも減少しています。 

 

保育所等の児童数の推移               （基準日：各年４月１日） 

  施設名 
利用定員

（人） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

朝倉地域 

ひろにわ保育所 90 90 86 81 83 80 

  充足率   100.00% 95.56% 90.00% 92.22% 88.89% 

大福幼稚園 ※２ 90 50 57 61 70 66 

  充足率   55.56% 63.33% 67.78% 77.78% 73.33% 

宮野幼稚園 80 41 28 24 26 19 

  充足率   51.25% 35.00% 30.00% 32.50% 23.75% 

合計 260 181 171 166 179 165 

  充足率   69.62% 65.77% 63.85% 68.85% 63.46% 

杷木地域 

松末保育所 ※１ 20 0 0 0 0 0 

  充足率   0% 0% 0% 0% 0% 

杷木保育所 90 38 37 34 24 21 

  充足率   42.22% 41.11% 37.78% 26.67% 23.33% 

久喜宮保育所 70 41 36 37 38 35 

  充足率   58.57% 51.43% 52.86% 54.29% 50.00% 

志和保育所 30 17 16 15 18 11 

  充足率   56.67% 53.33% 50.00% 60.00% 36.67% 

どれみ保育園 ※２ 51 54 50 42 36 27 

  充足率   105.88% 98.04% 82.35% 70.59% 52.94% 

合計 261 150 139 128 116 94 

  充足率   57.47% 53.26% 49.04% 44.44% 36.02% 

（資料：市子ども未来課） 

※１ 松末保育所は平成３０年度から休所しています。 

※２ どれみ保育園は平成２９年度から、大福幼稚園は令和２年度から認定こども園となりました。 
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共働き家庭等の増加に伴い、放課後、保護者が家庭にいない子どもの豊かで安全・安心な生活保

障を行うため学童保育事業を行い、朝倉地域には２施設、杷木地域には１施設、小学校敷地内に学童

保育所を整備し子育て支援を行っています。 

 

学童保育所の児童数の推移                   （基準日：各年５月１日、単位：人） 

 施設名 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

朝倉地域 朝倉東学童保育所 51 52 53 52 46 

大福学童保育所 38 42 46 46 46 

杷木地域 杷木学童保育所 47 41 46 45 48 

 合計 136 135 145 143 140 

（資料：市子ども未来課） 

 

近年、少子化や核家族化が進み、地域のつながりも希薄化するなど、家庭及び地域を取り巻く環境

が変化し、子育てに不安や負担を感じてひとりで悩みを抱える保護者が増えていることから、家庭だけ

でなく、地域社会全体で子どもを守り育てていく環境づくりが求められています。 

本市では、今後とも質の高い教育、保育を提供するため、ソフト、ハードの両面のさらなる充実に取り

組む必要があるとともに、家庭、地域、教育、医療、福祉の力を集結し、地域社会における子育て支援

体制の一層の充実を図る必要があります。 

 

② 高齢者等の保健及び福祉 

本市では、健康づくり推進事業をはじめ生活習慣病予防・健康増進事業・介護予防事業・母子保健

事業など幅広い施策を講じ、また、住民の検診結果等を蓄積、分析できるシステムにより住民の健康保

持と疾病対策に取り組んでいます。 

本市の令和７年３月末現在の高齢者人口は１７，９６０人、高齢化率は３６．１％と国の高齢化率２９．

３％を大きく上回っている状況にあり、年々人口に占める構成比は急速に増加している状況です。朝倉

地域の６５歳以上の高齢者数は２，９９７人、高齢化率は４３．０％、杷木地域の６５歳以上の高齢者数は

２，３５４人、高齢化率は４３．５％と市全体と比べて高くなっています。 

このような中、今後は、後期高齢者や認知症高齢者、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等、

何らかの支援を必要とする高齢者の増加が見込まれます。 

介護保険法及び老人福祉法に基づき本市では９期にわたる介護保険事業計画及び１０期にわたる

高齢者福祉計画を策定し、介護、介護予防、医療、生活支援サービス及び住まいが連携して、高齢者

が可能な限り住み慣れた地域において、その人らしく自立した日常生活を営むことを地域全体で支援

する「地域包括ケアシステム」を構築し、取り組みを推進してきました。 

高齢者が住み慣れた地域で、可能な限り心身ともに健康でいきいきと暮らすためには、一人一人が

自主的に取り組む健康づくりや介護予防、フレイル（加齢に伴い運動機能や認知機能が低下していく

状態）予防はもとより、地域で暮らす全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り上げていく「地域

共生社会」の実現を目指し、地域住民や関係機関等とより連携した取り組みが重要です。 

また、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加により買い物、ごみ出しなど、ちょっとした困り

ごとに対する生活支援が必要な高齢者が増えていくと見込まれます。地域の実情に応じて、多様なサ

ービスの充実や地域の支え合いの体制づくりの推進が課題となってきます。 
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高齢者の総合相談窓口として、両地域を担当する比良松・杷木地域包括支援センターを設置してい

ます。また、両地域に各１カ所老人福祉センターがあり、高齢者の相談支援や介護予防・生きがいづ

くりの重要な役割を果たしています。 

近年では高齢になっても仕事を続けるなど、社会で活動する元気な高齢者が増えており、高齢者の

果たす役割への期待が高まっています。このため、高齢者の豊富な経験や知識、技能を活かすことが

できる就労の場を増やす等、高齢者が地域で活躍できる環境を整えていく必要があります。また、障が

い者においても家庭や地域の中で、安心・安全に自立した暮らしができるための支援、働く場や社会

活動の場を充実していく必要があります。 

 

高齢化の推移（朝倉地域）                   （単位：人） 

区    分 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 

総  人  口 11,251  10,868  10,415  9,560  8,850  7,778  7,157 6,974 

 65歳以上人口 2,242  2,484  2,754  2,822  2,781  2,766  2,898 2,997 

高  齢  化  率 19.9% 22.9% 26.4% 29.5% 31.4% 35.6% 40.5% 43.0% 

（資料：令和２年までは「国勢調査」令和７年は「住民基本台帳」（令和７年３月末時点）によるもの） 

 

高齢化の推移（杷木地域）                   （単位：人） 

区    分 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 

総  人  口 9,439  9,023  8,649  8,151  7,544  6,793  5,595 5,414 

 65歳以上人口 1,675  1,986  2,184  2,223  2,233  2,322  2,246 2,354 

高  齢  化  率 17.7% 22.0% 25.3% 27.3% 29.6% 34.2% 40.1% 43.5% 

（資料：令和２年までは「国勢調査」令和７年は「住民基本台帳」（令和７年３月末時点）によるもの） 

 

 

（２）その対策 
① 朝倉市子ども計画に基づき、児童の健全育成のための環境づくりを推進する。 

② 多様化する保育ニーズに対応した保育時間の延長など保育機能の充実向上に努める。 

③ 公立保育所アクションプランをふまえ、保育サービスの維持・確保に努める。 

④ 各家庭の自立を図るため、そのケースに応じた助成や貸付制度など経済的援助施策を実施し母

子・父子福祉を推進する。 

⑤ 日常生活圏域を踏まえた介護サービス提供基盤の充実や介護給付の適正化を図り、持続可能な

介護保険制度の構築を推進する。 

⑥ 高齢者が健康でいきいきと自分らしい生活を維持していくため、高齢者の自立支援、介護予防、重

度化防止を推進する。 

⑦ 支援や介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で生活できるよう、介護予防・日常生活支援

総合事業の充実に努める。 

⑧ 高齢者が生きがいを持って生活し、社会参加ができ、地域住民が相互に支え合う体制づくりを推進

する。 

⑨ 介護が必要になっても可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい生活が続けられるよう、医療・介

護・介護予防・住まい・生活支援などのサービスが切れ目なく一体的に提供されるよう地域包括ケア
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システムの深化・推進に努める。 

⑩ 複合化した生活課題に対応するため、地域包括支援センターの機能強化や包括的な支援体制の

構築など、相談支援体制の充実に努める。 

⑪ 高齢者が中重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で生活を続けられるよう、高齢者福祉サ

ービスや介護サービスの充実に取り組むとともに、それを支える人材の確保・育成に努める。 

⑫ 住民各世代の福祉意識の高揚を図るため、生涯学習活動等との連携のもと福祉講座の開催や学

校での福祉活動の体験など福祉教育の啓発を推進する。 

⑬ ノーマライゼーションの実現に向け、障がいを持った人が地域の中で安心・安全に生活できる環境

づくりや、社会活動に積極的に参加できるような社会環境の整備など障がい者福祉の充実を図る。 

⑭ ボランティアの育成と活動を推進し、福祉サービスの質の向上に努める。 

 

 

（３）事業計画 （令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

６ 

子育て環境の確保、

高齢者等の保健及

び福祉の向上及び

増進 

（１）児童福祉施設 

保育所 
保育所等建設事業 市  

保育所等整備事業 市  

（３）高齢者福祉施

設 

  老人福祉センタ

ー 

老人センター管理運営事業 市  

（８）過疎地域持続

的発展特別事業 

  児童福祉 

保育人材確保事業 市  

  高齢者・障がい

者福祉 

シルバー人材センター推進

事業 
市  

一般介護予防事業 市  

介護予防・生活支援事業 市  

障がい福祉サービス事業 市  

地域生活支援事業 市  

身体障がい者補装具給付

事業 
市  

老人クラブ推進事業 市  

  健康づくり 
健康診査事業 市  

健康づくり推進事業 市  

保健師活動事業 市  

母子保健事業 市  

予防接種事業 市  
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国保健康づくり事業 市  

特定健康診査等事業 市  

 

 
（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画では、保健・福祉施設、子育て支援施設の管理に関する基本的な方針を、

「地域における福祉活動に向けて、住民同士の交流を促進するため、子育て支援施設、高齢者福祉

施設等の既存の施設の活用を含めて、福祉拠点の整備、充実に努めます。」「また、保育所は、公立

保育所再編基本方針（現：公立保育所アクションプラン）に基づき、適正配置を今後検討していきま

す。」と定めています。また、志和保育所、松末保育所については、個別施設計画において、「施設の

再編を検討しているため、今後の方針に合わせて施設のあり方を検討します。久喜宮保育所は個別施

設計画期間内（令和３年度～令和１２年度）に建築後４０年以上経過し、長寿命化改修時期を迎えてい

るため、計画期間内での長寿命化改修の実施を検討します。」と定めています。 

なお、本項目に記載された公共施設等の整備については、全て上記の方針に適合するものです。 
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８  医療の確保 

 

    

（１）現況と問題点 
現在、両地域には総合病院はありませんが、内科系診療所６箇所、外科系診療所１箇所、歯科診療

所７箇所の医療施設があり、地域医療の重要な役割を担っています。その中には、市直営の朝倉市国

民健康保険直営診療所があります。 

しかし、特定診療や手術を要する重症患者については他地域の総合病院に依存している状況で

す。 

また、休日・夜間の初期救急については、朝倉医師会病院に併設されている休日夜間急患センター

や在宅当番医で対応し、２次救急については、朝倉市内の３病院が参加する病院群輪番制により対応

していますが、医療をめぐる環境は、急激な高齢化の進展、疾病構造の変化、医療の高度・専門化の

進展等により大きく変化しています。 

国民皆保険制度を支える国民健康保険事業は、特に高齢者が多く、その医療費負担が年々増加し、

一般被保険者の減少や保険税負担能力の低い者の加入割合が高くなっていることから、国保被保険

者保険税負担は限界に近づいています。 

しかし、住民の医療に対する要望は非常に強く、住民の安全と健康を守るため日頃の健康づくりや

疾病予防の推進体制と、疾病予防からリハビリを含めた医療体制の連携による一貫した地域保健医療

体制の充実強化を図る必要があります。 

朝倉市国民健康保険直営診療所では、市の直営である機能を活かし、特定健診を含む半日人間ド

ック健診などの健康づくり推進事業等に取り組んでいます。 

今後は、地域住民の自主的健康づくりを実践する機運を高め、疾病予防面での健診意識の高揚や

保健指導体制をより一層充実させるとともに、地域保健所、医療機関等、関係機関との連携を密にして、

健康管理体制を充実させていく必要があります。 

 

 

（２）その対策 
① 国の健康日本２１及び朝倉市健康増進計画（元気ばい朝倉２１）の推進により健康づくり事業の強

化充実に努める。 

② 一次予防を推進し、各種検診の充実を図るなど健康管理指導体制の強化に努める。 

③ 保健・医療・福祉の連携を密にするとともにかかりつけ医師の協力により地域保健医療体制の充実

を図る。 

④ 広域的連携のもと、高次医療・救急医療体制の充実を図る。 

⑤ 朝倉市国民健康保険直営診療所を活用し、地域医療の充実を図り、健康づくり推進事業や生活

習慣病予防事業等を推進するため、診療所施設整備等の環境整備を 実施する。 
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（３）事業計画 （令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事  業  内  容 

事業 

主体 
備考 

７ 

医療の確保 

（１）診療施設 

  診療所 

朝倉市国民健康保険直営

診療所施設整備事業 
市  

（３）過疎地域持続

的発展特別事業 

  その他 

病院群輪番制事業 
一部事務 

組合 
 

休日夜間急患センター運営

事業 

一部事務 

組合 
 

在宅当番医制事業費負担

金 

一部事務 

組合 
 

歯科休日急患診療事業負

担金 

一部事務 

組合 
 

看護人材確保事業 市  

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画では、朝倉診療所の管理に関する基本的な方針を、「１９７３年（昭和４８

年）３月に竣工しており、老朽化が進んでいるため建替え等施設整備の検討をしていきます。」と定めて

います。また、個別施設計画においても同様に整理しており、現在建替え工事を実施しています。 

なお、本項目に記載された公共施設等の整備については、全て上記の方針に適合するものです。 
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９  教育の振興 

     

（１）現況と問題点 

①  学校教育 

義務教育施設として、朝倉地域は市立の小学校が２校、中学校が１校、杷木地域は市立の小学校

が１校、中学校が１校あります。児童生徒数について、両地域において令和３年と比較すると令和７年

までの４年間で３９人減少している状況です。 

今後も、少子化により、児童生徒数は、さらに減少すると推測されるため、児童生徒の社会性の育成、

多様な学習活動や集団活動の展開、さらには学校運営において様々な影響が危惧されています。ま

た、施設面では、市内小中学校の教育施設環境の均衡を図るうえでも校舎や体育館など施設の長寿

命化改修や大規模改造事業はもとより、空調整備、トイレ改修、バリアフリー化など設備にかかる環境

改善事業も進める必要があります。 

さらには、「総合的な学習の時間」の積極的な取り組みにより教育内容の充実や教職員の資質の向

上、家庭・地域社会との交流などの教育環境づくりを促進し、自主性、創造性豊かな児童生徒の育成

を図るとともに、国際化や情報化などの社会変化にも即応できる「知・徳・体」の調和のとれた人格の形

成をめざす教育活動の推進が必要です。 

 

小中学校児童生徒数・学級数の推移           （基準日：各年５月１日） 

 学校名 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 

朝倉地域 

朝倉東小学校 
児童数 173 171 176 167 153 

学級数 10 10 9 8 8 

大福小学校 
児童数 155 164 174 161 156 

学級数 9 9 11 11 11 

杷木地域 杷木小学校 
児童数 208 210 204 212 211 

学級数 9 11 10 11 10 

 
小学校合計 

児童数 536 545 554 540 520 

学級数 28 30 30 30 29 

朝倉地域 比良松中学校 
生徒数 167 151 153 159 180 

学級数 8 8 9 9 9 

杷木地域 杷木中学校 
生徒数 134 121 115 94 98 

学級数 9 7 6 5 5 

 
中学校合計 

生徒数 301 272 268 253 278 

 学級数 17 15 15 14 14 

（資料：学校基本調査） 

 

②  社会教育 

情報化や国際化の進展、社会の成熟化、高度化に伴い住民の学習ニーズは益々多様化し増加す

る傾向があります。学校教育での素地づくりを基盤とし、自己啓発、生活・職業能力の向上、さらには地

域社会づくりに参加するため、必要に応じて自発的・継続的に行う学習の場が必要となっています。

「住民一人一人が生涯にわたって実践する学習活動」という生涯学習の基本的な考え方に基づき、文
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化活動、スポーツ活動、趣味、レクリエーション活動、ボランティア活動など社会教育の振興を図り、住

民の学習ニーズに応えるとともに生活文化の振興、社会福祉の増進に努める必要があります。 

両地域の社会教育活動は、各区に設置されている自治公民館・生涯学習センター・原鶴振興センタ

ー（サンライズ杷木）・男女共同参画センターなどの施設を中心に、“高齢者大学・幼児教育学級・家庭

教育学級など各種の学級や講座活動”、“講習会、講演会等の開催”、“図書資料等の公開及び貸し

出し”、“体育・レクリエーション行事の開催”、“その他、教育・学術・文化に関する各種活動”が展開さ

れています。 

人権教育においては、同和問題をはじめとするあらゆる差別に対する意識の高揚を図るとともに、住

民一人一人が人権についての正しい認識と理解を持ち、人が人として尊重される地域に根差した人権

教育の推進に努めます。 

男女共同参画の推進では、男女共同参画社会を「男女が社会の対等な構成員として、自らの意思

によって社会のあらゆる分野における活動に参加する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を負うべき社会」として捉え、その実現

に向けて取り組むべき施策を総合的・体系的に整備推進していかなければなりません。 

社会体育面においては、朝倉地域体育施設や原鶴振興センター、各学校の体育館、杷木球場等を

利用して、活発なスポーツ活動が展開されています。今後はスポーツ活動を通じて、住民間のコミュニ

ケーションの機会を広げ、住民相互の交流を深めるため、老朽化した施設の再整備や、スポーツイベ

ントの開催、情報サービスの拡充に努め、住民が健康で明るく活力ある生活が送れるよう、生涯スポー

ツ・レクリエーションの振興を図ることが必要です。 

 

 

（２）その対策 
① 家庭・地域・学校との連携を強化すると共に地域の教育力の向上を図る。 

② 学校施設の長寿命化・大規模改造改修や学校設備等の環境改善を図る。 

③ 学校教育の情報化（ＩＣＴ化）の進展に合わせ適切に環境及び機器の拡充を図る。 

④ 「総合的な学習の時間」の充実により、個性を重視し、体験学習等を通して生きる力を育み、豊かな

心を育てる教育を推進する。 

⑤ 国際化・情報化時代などの社会変化に即応できる人材の育成に努める。 

⑥ 国際交流や情報の提供などを通じて国際感覚豊かな人材の育成を図る。 

⑦ 青少年の健全育成を促進するための事業を推進する。 

⑧ 地域を担う人材育成のための講座等の充実や地域ネットワークづくりの推進を図る。 

⑨ 指導者の養成や各種スポーツプログラムの開発・導入を図り、年齢やライフスタイルに応じた多種

多様なスポーツ・レクリエーション活動の推進と施設の充実を図る。 

⑩ あらゆる人権問題を住民一人一人が自らの問題であると認識し、自主的かつ主体的に取り組む学

習環境づくりを進める。 

⑪ 生涯学習計画を策定し、生涯学習活動や生きがいづくり等の充実を図る。 

⑫ 政策、方針決定過程への女性参画の機会の拡大を推進する。 

⑬ 地域情報システムの開発・整備を促進すると共に、学校教育や生涯学習などにおいて情報関連講

座や研修の開催など情報化に対応した学習機会の拡充を図り、情報活用能力の向上に努める。 
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（３）事業計画 （令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事  業  内  容 

事業 

主体 
備考 

８ 

教育の振興 

（１）学校教育関連

施設 

校舎 

小中学校特別教室等空調

整備事業 
市  

 
小中学校施設整備事業 市  

 屋内運動場 小中学校屋内運動場整備

事業 
市  

 屋外運動場 小中学校屋外運動場整備

事業 
市  

 水泳プール 小中学校水泳プール整備

事業 
市 

 

 スクールバス・ 

ボート 
スクールバス更新事業 市 

 

 給食施設 小中学校給食施設整備事

業 
市 

 

 その他 小中学校無線LAN更新事

業 
市 

 

 （３）集会施設、体

育施設等 

集会施設 

 

集会施設等建設事業 市  

 杷木地域生涯学習センター

管理事業 
市 施設改修、設備更新等 

  朝倉地域生涯学習センター

管理事業 
市 施設改修、設備更新等 

  男女共同参画センター改修

事業 
市 施設改修、設備更新等 

 体育施設 
体育施設整備事業 市 

体育館、球場、テニスコート整備

等 

 （４）過疎地域持続

的発展特別事業 

  その他 

地域活動指導員設置事業 市  

 
小学校跡地活用事業 市  

 
人権・同和教育対策事業 市  

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画では、学校教育系施設の管理に関する基本的な方針を、「学校施設の耐

震化は２０１５年度（平成２７年度）に完了していますが、安全・安心な学習環境を提供するため、学校

施設のバリアフリー化等の整備・管理に努めます。また、児童生徒数が減少傾向にある現状を鑑み、学

校規模の適正化を図ります。」と定めています。さらに、スポーツ施設の管理に関する基本的な方針を、

「スポーツ・レクリエーション活動の普及・振興に努めるとともに、社会体育施設の整備充実及びサービ

スの質の向上を図ることにより、利用を促進します。また、スポーツ・レクリエーション施設や公園につい

ては、指定避難所・指定緊急避難場所としての役割も担うことから、老朽化に伴う施設・設備（遊具等）

の随時補修を進め、適切な維持管理を図ります。」と定めています。また、小・中学校については、個別

施設計画において、「長寿命化改修の実施については、今後１０年以内に時期を迎える建物、または

すでに迎えている建物のうち、劣化状況調査により、広範囲に劣化と判定された部位のある建物を対

象に実施を検討します。」と定めています。 

なお、本項目に記載された公共施設等の整備については、全て上記の方針に適合するものです。 
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１０  集落の整備 

  

   

（１）現況と問題点 
本市では１７のコミュニティが組織され、地域住民と市が協働で地域の防犯や防災、生活環境、健康

づくり等の活動を実施しています。朝倉地域では「朝倉地域コミュニティ協議会」、杷木地域では「松末

地域コミュニティ協議会」、「杷木コミュニティ協議会」、「久喜宮地域コミュニティ協議会」、「志波地域コ

ミュニティ協議会」を中心に活発に地域活動を行っています。 

しかし、地域の人口減少や人口構造の変化によりコミュニティの組織力や地域防災の機能低下が懸

念されています。また、住民ニーズや地域の課題が複雑かつ多様化し、地域活動の維持・発展に影響

を与えています。 

コミュニティ活動を持続・発展的に行うために住民意識の高揚に努め、集落支援員や地域おこし協

力隊などの外部からの人材を活用するなど、地域の更なる発展のためにも地域と行政が協力し、まち

づくりを進めていく必要があります。 

あわせて、住み慣れた地域で安心して暮らせる環境整備を進めていくことが必要です。 

 

 

（２）その対策  
① 地域コミュニティの維持や組織強化を図るとともに、適切な助言及び可能な支援を行い、協働のま

ちづくりを推進する。 

② 地域住民が安心・安全を実感でき、健やかにいきいきと暮らせるように、防災・防犯対策や健康づく

り、地域福祉の向上、環境保全等の地域コミュニティが中心となって行う取り組みを支援する。 

③ 市民活動団体の活性化を目的として、団体同士の交流や団体加入への啓発を実施する。 

④ 地域コミュニティを中心に、地域の伝統や文化を通して住民同士のつながりを深めながら、共助の

精神を育む活動に取り組み、次世代の地域リーダーとなれるような人材の育成と、若年層が地域外

へ転出しても、両地域へ戻り生活したいと思えるような環境を整える。 

⑤ 市民が快適に住み続けられる住環境の向上を図るため、空き家対策、宅地嵩上げ又は浸水防止

施設の設置による浸水被害の防止・軽減、民間活力導入による住宅団地の整備を推進し、定住促

進を図るとともに既存集落の活性化を推進する。 
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（３）事業計画 （令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施策名） 
事 業 内 容 

事業 

主体 
備  考 

９ 

集落の整備 

（１）過疎地域集落

再編整備 
宅地嵩上げ等浸水対策促

進事業 
市  

（２）過疎地域持続

的発展特別事業 

  集落整備 

空き家対策事業 市 家屋解体事業 

地域コミュニティ推進事業 市  

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

該当事業なし 
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１１ 地域文化の振興等 

 

    

（１）現況と問題点 
文化の時代ともいわれる今日、生活意識が趣味・生きがいといった心の豊かさなど、文化的価値を重

視する方向に変化してきています。芸術・文化は個性や独自性を生み出す重要な要素であると共に、

文化財や伝統芸能・行事は、その地域にとって歴史そのものであり、先人たちが育み継承してきた貴

重な財産です。 

両地域は、民俗行事やまつり、伝統工芸などの多様な伝統文化、美しい自然環境や景観、そして歴

史的に貴重な史跡・文化遺産を数多く有しており、これら先人が残した貴重な財産の保存・継承に努め、

史跡公園としての環境整備など、地域固有の文化環境の形成を進め、地域性豊かな文化の創造を進

めていく必要があります。 

 

 

（２）その対策 
① 文化協会や各種サークルなどの自主的活動を支援するとともに、各種講演会や音楽祭、シンポジ

ウムの開催など芸術・文化活動の振興を図る。 

② 適切な保護と周辺整備を進めるなど文化財の保存・継承に努め、歴史と伝統文化に親しむ活動の

推進を図り、地域性豊かな文化の創造に努める。 

③ 伝承のための後継者やボランティアの育成を支援し、民俗行事や祭り、伝統工芸など伝統文化の

保存・継承に努める。 

 

 

（３）事業計画 （令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 

事業 

主体 
備  考 

１０ 

地域文化の振興等 

（１）地域文化振興

施設等 

地域文化振興

施設 

原鶴振興センター改修事業 市  

その他 史跡杷木神籠石公園環境

整備事業 
市  

（２）過疎地域持続

的発展特別事業 

 地域文化振興 

文化団体連合会補助事業 市 杷木文化協会、朝倉文化協会 

地域文化財保全事業 市 

堀川用水及び朝倉揚水車維持

管理補助・古塔塚のナンジャモン

ジャ維持管理 

百人一首活用事業 市  
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画では、社会教育系施設・市民文化系施設の管理に関する基本的な方針

を、「社会教育系施設や市民文化系施設については、老朽化に伴う随時補修を進めるとともに、長寿

命化を計画的に進めていきます。また、利用が少なく、コストパフォーマンスが低い一部の施設につい

ては、廃止等も検討します。」と定めています。また、朝倉市多目的施設原鶴振興センターについては、

個別施設計画において、「個別施設計画期間内（令和３年度～令和１２年度）に築４０年を迎えるため、

長寿命化改修の実施を検討します。」と定めています。 

なお、本項目に記載された公共施設等の整備については、全て上記の方針に適合するものです。 
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１２ 再生可能エネルギーの利用の推進 

 

    

（１）現況と問題点 
２０２０年１０月に菅内閣総理大臣は、２０５０年カーボンニュートラル（実質排出ゼロ）を宣言しました。

その実現に向けて、２０２１年４月の地球温暖化対策推進本部で、２０３０年度における温室効果ガス削

減目標を２０１３年度比で４６％削減すると同時に５０％削減の高みに向けて挑戦を続けると発表しまし

た。    

こうした国の方針を踏まえ、本市においても地球環境問題への対応を強化するため、令和４年１月に

「朝倉市ゼロカーボンシティ宣言」を行いました。また、令和元年７月には「朝倉市バイオマス産業都市

構想」を策定し、生ごみや木くず、林地残材などのバイオマス資源からのエネルギー創出により、環境

にやさしいまちづくりやバイオマス活用産業で雇用が創出されたまちづくりを将来像としています。民間

事業者が市内にバイオマス利活用施設を建設することを支援・推進することにより、廃棄物処理量の抑

制、地域内資源循環の促進、低炭素社会の構築を目指しています。 

再生可能エネルギーの必要性・重要性が益々高まるなか、バイオマス発電や太陽光発電以外の新

エネルギーについても積極的に推進し、市民や事業者へ導入の効果等の情報を周知し環境に配慮し

た持続可能なエネルギーの導入の支援を行う必要があります。 

 

 

（２）その対策 
① バイオマス利活用施設に対するマイナスなイメージを払しょくするため、啓発を図る。 

② 新エネルギーの導入の効果等を広く啓発する。 

③ 国の事業をホームページ等に掲載し、活用できる補助金を周知する。 

 

 

（３）事業計画 （令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 

事業 

主体 
備  考 

１１ 

再生可能エネルギ

ーの利用の推進 

（２）過疎地域持続

的発展特別事業 

  再生可能エネル

ギー利用 

朝倉市バイオマス産業都市

構想推進事業 
市  

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

該当事業なし 
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１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

   

  

（１）現況と問題点 
平成２９年７月九州北部豪雨は多くの市民の尊い命と財産を奪い、道路や橋りょう、農地、商工業施

設などへの被害をもたらしました。平成３０年３月に策定した「朝倉市復興計画」によると、朝倉地域では

道路の被害が８０路線、橋りょうが９箇所、河川が１４河川、林道が１路線、杷木地域では道路が９４路線、

橋りょうが４６箇所、河川が４１河川、林道が２７路線と多くの生活基盤施設が被害を受けたことにより、

交通ネットワークの分断や断水、停電などが発生しました。また、農地・農業用施設等では朝倉地域で

１，０３６．８ha、５４．７億円、杷木地域で４４２．７ha、６２．８億円の被害が発生しました。 

現在、復興ビジョンとして「山・水・土、ともに生きる朝倉」を掲げ、３つの基本理念をもとに、市民と市

が主体となり、国・県、関係機関等と協働して復旧・復興に取り組んでいます。河川や橋りょう、砂防・治

山施設、ため池、ダム等について、関係機関等と協議しながら、必要に応じて防災・減災対策を行って

いきます。ソフト面においても平成２９年７月九州北部豪雨の教訓・記憶を風化させず、後世に伝え、将

来の災害において市民の命を守る安全な地域づくりを進めるために、多様な情報収集・情報伝達手段

の確保や地域防災組織の育成・強化、防災教育・被災体験の伝承等を通じた防災意識の更なる向上

を図っていきます。 

 

 「朝倉市復興計画」の３つの基本理念 

  （基本理念１）安心して暮らせるすまいとコミュニティの再生 

  （基本理念２）市民の命を守る安全な地域づくり 

  （基本理念３）地域に活力をもたらす産業・経済の復興 

 

 

（２）その対策 
① 防災・減災のために国・県と協力し、砂防、治山等の安全対策を行う。 

② 森林の持つ水源かん養機能等の持続的な発揮に向けた取り組みを支援し、健全な森林づくりを推

進する。 

③ 地域住民が安心して生活できるように、地域防災組織の強化や防災意識の向上、被災体験の伝承

等に地域コミュニティと連携し取り組む。また、地域コミュニティの組織、活動基盤の強化を図るなど、

地域の持続的発展のための支援に取り組む。 
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（３）事業計画 （令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 事 業 内 容 事業主体 備  考 

１２ 

その他地域の持続的発展に

関し必要な事項 

 

復興実施計画に基づく事業の

推進 
市  

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

該当事業なし 
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１４ 過疎地域持続的発展特別事業（再掲） 

 

本計画の各施策における過疎地域持続的発展特別事業について、下記に再掲する。 

 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分（再掲） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施策名） 
事 業 内 容 

事業

主体 
備考 

１  

移住・定住・地

域間交流の促

進、人材育成 

（４）過疎地域持続的

発展特別事業 

移住・定住 

移住・定住推進事業 市 

【効果】 

移住者への支援を行い、定住が

期待できる。 

移住定住交流センター運営事業 市 

【効果】 

移住者への支援を行い、定住が

期待できる。 

あさ暮らし移住・定住支援金事業 市 

【効果】 

移住者への支援を行い、定住が

期待できる。 

あさ暮らし住宅補助事業 市 

【効果】 

市民、転入者への支援を行い、

住環境の向上、移住定住が期

待できる。 

子育て世代定住促進事業 市 

【効果】 

子育て世代への支援を行い、人

口減少の緩和が期待できる。 

あさくら“縁”結び応援事業 市 

【効果】 

結婚を希望する方への支援を行

い、人口減少の緩和が期待でき

る。 

空き家利活用事業 市 

【効果】 

空き家を利活用し、移住定住の

促進、地域の活性化が期待でき

る。 

地域間交流 

広域連携事業 市 

【効果】 

他地域との交流が促進され、新

しい魅力の発見が期待できる。 

２  

産業の振興 

（１０）過疎地域持続

的発展特別事業 

第１次産業 

 

土づくり事業 個人 

【効果】 

農産物の品質向上、畜産環境

改善及び堆肥の地産地消を促

進する。 

農地改良復旧土づくり事業 個人 

【効果】 

農地復旧後の営農意欲と農産

物の品質向上を促進する。 

中山間地域等直接支払制度事

業 
市 

【効果】 

生産条件不利地に交付金を交

付することによって、農業生産活

動を維持し、多面的機能を確保

する。 

秋王産地化推進事業 
各種

団体 

【効果】 

柿の秋王苗購入支援を行い、特

産果樹の振興が期待できる。 

ハゼ苗代購入費補助金 個人 

【効果】 

ハゼ苗購入の支援を行い、農産

加工品開発が期待できる。 
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商工業・６次産業

化 
特産農産物振興・６次産業化推

進事業補助金 
個人 

【効果】 

市内農産物を使った６次産業化

の開発が期待できる。 

プレミアム付商品券発行補助事

業 
市 

【効果】 

地域商店での使用を目的として

おり、地域経済の活性化が期待

できる。 

観光 
原鶴温泉旅館協同組合補助金 

各種

団体 

【効果】 

交流人口の増加が期待できる。 

商工会事業費補助金 
各種

団体 

【効果】 

中小企業支援による人口流出

抑制が期待できる。 

ひまわり等植栽事業 市 
【効果】 

交流人口の増加が期待できる。 

原鶴温泉振興イベント開催事業

補助金 

各種

団体 

【効果】 

交流人口の増加が期待できる。 

あさくら祭り開催補助事業 
各種

団体 

【効果】 

交流人口の増加が期待できる。 

観光宣伝委託事業 
各種

団体 

【効果】 

交流人口の増加が期待できる。 

三連水車感謝イベント事業補助

金 

各種

団体 

【効果】 

交流人口の増加が期待できる。 

筑後川鵜飼振興協議会補助金 
各種

団体 

【効果】 

交流人口の増加が期待できる。 

宿泊助成事業 市 
【効果】 

交流人口の増加が期待できる。 

鵜飼鑑賞船持続助成事業 
各種

団体 

【効果】 

交流人口の増加が期待できる。 

宿花火大会事業補助金 
各種

団体 

【効果】 

交流人口の増加が期待できる。 

川の駅管理事業 市 
【効果】 

交流人口の増加が期待できる。 

企業誘致 

企業誘致事業 市 

【効果】 

雇用確保による人口の増加が

期待できる。 

３ 

地域における

情報化 

（２）過疎地域持続的

発展特別事業 

デジタル技術活用 
防災情報伝達システム整備事業 市 

【効果】 

デジタル技術を活用し、情報伝

達手段の多重化・多様化が期待

できる。 

高齢者スマホ活用講座 市 

【効果】 

デジタル技術を活用し、情報伝

達手段の多重化・多様化が期待

できる。 

４  

交通施設の整

備、交通手段

の確保 

（９）過疎地域持続的

発展特別事業 

公共交通 

コミュニティバス事業 市 

【効果】 

地域公共交通の維持・確保が期

待できる。 

交通施設維持 
道の駅管理事業 市 

【効果】 

交流人口の増加が期待できる。 

その他 

橋りょう点検事業 市 

【効果】 

道路交通の安全性の確保が期

待できる。 
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５  

生活環境の整

備 

（７）過疎地域持続的

発展特別事業 

環境 

環境基本計画に基づく事業の推

進 
市 

【効果】 

自然が守り育てられ、人が安全

快適な暮らしができる良好な環

境を築くことが期待できる。 

防災・防犯 

がけ地近接等危険住宅移転補

助事業 
市 

【効果】 

市民への支援を行い、安心して

暮らせる生活環境の向上が期

待できる。 

住宅・建築物土砂対策擁壁等改

修補助事業 
市 

【効果】 

市民への支援を行い、安心して

暮らせる生活環境の向上が期

待できる。 

ブロック塀等撤去費補助事業 市 

【効果】 

市民への支援を行い、安心して

暮らせる生活環境の向上が期

待できる。 

木造戸建て住宅耐震改修等補

助事業 
市 

【効果】 

市民への支援を行い、安心して

暮らせる生活環境の向上が期

待できる。 

６  

子育て環境の

確保、高齢者

等の保健及び

福祉の向上及

び増進 

（８）過疎地域持続的

発展特別事業 

 児童福祉 保育人材確保事業 市 

【効果】 

保育人材を確保し地域保育所

等の体制を整えることで、地域

住民が安心して生活することが

期待できる。 

高齢者・障がい者

福祉 

 
シルバー人材センター推進事業 市 

【効果】 

高齢者がこれまで培ってきた経

験や知識、技能を発揮できる就

労・雇用の場として期待できる。 

一般介護予防事業 市 

【効果】 

高齢者への支援を行い、通いの

場や、人と人とのつながりを通じ

て地域住民同士で助け合う体制

づくりが期待できる。 

介護予防・生活支援事業 市 

【効果】 

介護予防、要介護状態の軽減

及び悪化の防止、日常生活の

支援を行うことで、自立した生活

を送れる高齢者の増加が期待

できる。 

障がい福祉サービス事業 市 

【効果】 

障がい者等への福祉サービス

の提供により社会生活を円滑に

行うことが期待できる。 

地域生活支援事業 市 

【効果】 

障がい者等に支援を行うことに

より社会への参加や地域で安心

して生活できる環境が期待でき

る。 

身体障がい者補装具給付事業 市 

【効果】 

身体障がい者へ補装具の支

給、修理の費用を補助すること

により日常生活を円滑に行える

ことが期待できる。 
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老人クラブ推進事業 市 

【効果】 

老人クラブ活動を支援すること

で地域組織の継続と互助活動

の活性化が期待できる。 

健康づくり 

健康診査事業 市 

【効果】 

健康診査の実施により、がん等

の病気を早期発見・早期治療す

ることが期待できる。 

 

健康づくり推進事業 市 

【効果】 

住民の体力や運動機能の維持・

向上により、長期にわたり健康

でこころ豊かな生活をおくること

が期待できる。 

 

保健師活動事業 市 

【効果】 

個別の相談等を行うことで、地

域住民の健康への疑問や不安

を解消することが期待できる。 

 

母子保健事業 市 

【効果】 

妊婦健診・乳幼児健診等を実施

することで、安心して出産・子育

てをすることが期待できる。 

 

予防接種事業 市 

【効果】 

子どもや高齢者が罹患しやすい

疾病を予防し、まん延を防ぐこと

が期待できる。 

 

国保健康づくり事業 市 

【効果】 

生活習慣病を早期発見し、重症

化を予防することが期待できる。 

 

特定健康診査等事業 市 

【効果】 

生活習慣病を早期発見し、重症

化を予防することが期待できる。 

７  

医療の確保 

（３）過疎地域持続的

発展特別事業 

その他 
病院群輪番制事業 

一部

事務 

組合 

【効果】 

２次救急の体制を整えることで、

地域住民が安心して生活するこ

とができる。 

休日夜間急患センター運営事業 

一部

事務 

組合 

【効果】 

初期救急の体制を整えること

で、地域住民が安心して生活す

ることができる。 

在宅当番医制事業費負担金 

一部

事務 

組合 

【効果】 

休日に受診可能な地域医療機

関の体制を整えることで、地域

住民が安心して生活することが

期待できる。 

歯科休日急患診療事業負担金 

一部

事務 

組合 

【効果】 

休日に受診可能な地域歯科医

療機関の体制を整えることで、

地域住民が安心して生活するこ

とが期待できる。 

看護人材確保事業 市 

【効果】 

看護人材を確保し地域医療機

関の体制を整えることで、地域

住民が安心して生活することが

期待できる。 
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８  

教育の振興 

（４）過疎地域持続的

発展特別事業 

その他 地域活動指導員設置事業 市 

【効果】 

指導員を設置し、家庭・地域の

教育力向上、人権教育・啓発に

向けた活動を行うことで、地域の

教育力向上が期待できる。 

小学校跡地活用事業 市 

【効果】 

小学校跡地を地域コミュニティ拠

点施設として運用することで、地

域活動の活性化が期待できる。 

人権・同和教育対策事業 市 

【効果】 

地域や家庭での教育力が向上

し、人権教育啓発の推進に期待

ができる。 

９  

集落の整備 

（２）過疎地域持続的

発展特別事業 

集落整備 

空き家対策事業 市 

【効果】 

住環境の向上、既存集落の活

性化が期待できる。 

地域コミュニティ推進事業 市 

【効果】 

地域コミュニティの維持・組織強

化を行うことで、地域の活性化

が期待できる。 

１０  

地域文化の振

興等 

（２）過疎地域持続的

発展特別事業 

地域文化振興 
文化団体連合会補助事業 市 

【効果】 

文化団体への補助を行い、地域

の自主的芸術・文化活動の振興

が期待できる。 

地域文化財保全事業 市 

【効果】 

助成・協力を行うことで、特色あ

る地域の文化の継承が図られる

ほか、郷土愛の醸成が期待でき

る。 

百人一首活用事業 市 

【効果】 

百人一首のゆかりの地としてＰ

Ｒを行い、地域文化の振興・継

承が期待できる。 

１１ 

再生可能エネ

ルギーの利用

の推進 

（２）過疎地域持続的

発展特別事業 

再生可能エネルギ

ー利用 

朝倉市バイオマス産業都市構想

推進事業 
市 

【効果】 

地球温暖化防止、低炭素社会

の構築、リサイクルシステムの

確立、雇用の創出に期待ができ

る。 

１２ 

その他地域の

持続的発展に

関し必要な事

項 

 

復興実施計画に基づく事業の推

進 
市 

【効果】 

平成 29 年 7 月九州北部豪雨に

よる復旧・復興事業を具体化し、

策定した復興実施計画をもとに

事業を行うことで地域の再生・発

展が期待できる。 

 

 


